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＜本ガイドラインにおける各法令等名の略称＞ 

バリアフリー法：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（平成 18 年法律第 91 号（平成 23 年 8月 30 日改正）） 

施 行 令：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 

（平成 18 年政令第 379 号） 

施 行 規 則：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 

（平成 18 年国土交通省令第 110 号） 

都市公園移動等円滑化基準：移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 

（平成 18 年国土交通省令第 115 号） 

基 本 方 針：移動等円滑化の促進に関する基本方針 

（平成 18 年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第 1 号（平成 23 年 3 月 31

日改正）） 
 

＜用語の定義＞ 

【移動等円滑化】（バリアフリー法第２条第２号） 

 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動

上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上すること 

【公園管理者等】（同法第２条第 12 号） 

公園管理者（地方公共団体の設置に係る都市公園にあっては当該地方公共団体、国の設置に

係る都市公園にあっては国土交通大臣）及び、都市公園法第５条第１項に基づき公園施設の設

置管理許可を受けて公園施設を設置又は管理する公園管理者以外の者 

【特定公園施設】（同法第２条第 13 号） 

移動等円滑化が特に必要なものとして施行令で定める公園施設【P16 参照】 

【重点整備地区】（同法第２条第 21 号） 

① 生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区 

② 生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための

事業が実施されることが特に必要であると認められる地区 

③ 移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進

を図る上で有効かつ適切であると認められる地区 

【バリアフリー基本構想（移動等円滑化基本構想）】（同法第２５条） 

重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な 

構想 

【都市公園特定事業】（同法第２条第 26 号） 

都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関する事業 
 

＜本ガイドラインの表記について＞ 

本ガイドラインでは、標準的な整備内容には「○」、望ましい整備内容には「◇」を文頭に表

記している。 

○印 ： 標準的な整備内容 

◇印 ： 望ましい整備内容 
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第１部 都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインについて 

１．都市公園のバリアフリー化の背景 
我が国においては、諸外国に例を見ないほど急速に高齢化が進展しており、また障害

者が社会の様々な活動に参加する機会を確保することが求められていること等から、高

齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することが重要となっている。 

平成６年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関

する法律（ハートビル法）」、平成 12 年に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利

用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」が制定され、建築物、

公共交通機関及び公共施設のバリアフリー化が推進されてきたところであるが、平成

18 年は交通バリアフリー法施行後５年の見直しの年に当たり、より総合的・一体的な

法制度を構築することにより、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動

上及び施設の利用上の利便性や安全性の向上を図ることが求められている。 

このような状況を踏まえ、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するための各般

の施策を総合的に講じるため、ハートビル法及び交通バリアフリー法を統合・拡充した

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号。以

下「バリアフリー法」という。）」が平成 18 年 12 月 20 日に施行され、同法に基づき、

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第379

号。以下「施行令」という。）」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則（平成 18 年国土交通省令第 110 号。以下「施行規則」という。）」、各施設の

「移動等円滑化基準」及び「移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成 18 年国家公

安委員会、総務省、国土交通省告示第１号。以下「基本方針」という。）」が定められ

ている。 

都市公園については、移動等円滑化が必要な公園施設（特定公園施設）を公園管理者

等が整備する際の基準として「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す

る基準を定める省令（平成 18 年国土交通省令第 115 号。以下「都市公園移動等円滑化

基準」という。）」を定め、我が国において初めて法的拘束力をもつ都市公園のバリアフ

リー化が実施されることとなった。 

このため、国土交通省では、バリアフリー法及び同法に基づく各法令の施行を受け、

公園管理者等が公園施設の整備を行う際のより具体的な指針として、平成 20 年 1 月に

「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」を策定した。 

今般、バリアフリー法の施行から５年が経過し、都市公園におけるバリアフリー化は

着実に進んでいるものの、本格的高齢社会においてバリアフリー化された生活環境は国

民生活に不可欠の重要な共通社会基盤であり、引き続き着実な取組が必要であることか

ら、移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部改正も踏まえ、ハード・ソフトの両面

から都市公園におけるバリアフリー化をより一層推進するため、「都市公園の移動等円

滑化整備ガイドライン（改訂版）」を作成したものである。 
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２．都市公園のバリアフリー化の基本的考え方 

我が国においては、世界のどの国もこれまで経験したことのない本格的な高齢社会を

迎え、今後更なる高齢化が進展すると見込まれており、高齢者の自立と社会参加による、

健全で活力ある社会の実現が求められている。 

また、今日、障害者が障害のない者と同等に生活し活動する社会を目指す、ノーマラ

イゼーションの理念の普及に取り組んでいるが、自立と共生の理念の下、障害の有無に

かかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現が求めら

れている。 

このような社会の実現のためには、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活におい

て利用する施設について移動等円滑化のための措置が講じられることが重要である。こ

のため、バリアフリー法では、これらの施設を設置し、又は管理する者に対して移動等

円滑化のために必要な措置を講ずるよう努める一般的な責務を課すとともに、特に日常

生活及び社会生活において通常移動手段として用いられ、又は通常利用される旅客施設

及び車両等、一定の道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の各々について、新設等

に際し各々に対応した移動等円滑化基準への適合を義務付けることとしている。 

都市公園の整備にあたっては、このような背景を踏まえるとともに、都市公園本来の

効用を最大限発揮する観点から、以下の点に特に配慮し、移動等円滑化整備を行う必要

がある。 

 

（１）ユニバーサルデザインの考え方 

都市公園は、人々のレクリエーションの空間となるほか、健康増進、自然とのふれあ

い、観光、地域間交流等の国民の多様なニーズに対応するとともに、地震などの災害時

には避難地・避難路となる等、国民の生活に欠かせない多様な機能を有する都市の根幹

的な施設である。そのため、高齢者、障害者等を含む全ての人々にとって利用しやすい

公園の整備、管理運営は、都市公園が本来もつ効用の向上に直結する取組である。 

したがって、都市公園の整備にあたっては、バリアフリー法に基づく「特定公園施設」

について「都市公園移動等円滑化基準」で求められている整備を行うだけではなく、「ど

こでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、

施設の整備及び管理に取り組むことが重要である。その際には、段差等の物理的なバリ

アだけでなく、利用案内等の情報面にバリアが生じないよう、ハード・ソフト両面から

高齢者、障害者等を含む全ての人々の利用に配慮する必要がある。 

また、災害時の避難地、避難路として活用されることが都市公園の重要な役割である

ことを考慮して、防災関連部局とも連携し、ユニバーサルデザインの施設整備・管理運

営を検討することも必要である。 
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（２）自然環境や人文資源等に関する検討  

一方で、都市公園の機能としては、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、生物多

様性の確保等も重要であることから、公園施設の計画・設計は、気象、植生、土壌等の

自然環境や、歴史、景観、文化財等の人文資源に十分配慮して行う必要がある。また、

都市公園内に保存・保全が必要な自然環境や文化財を含む場合など、他の法令や条例に

より土地の形質の変更等を制限されている場合もある。このため、都市公園の本来の効

用を発揮する観点から、バリアフリー法令で定める基準に則した施設整備が難しい場合

があることも十分想定される。 

したがって、都市公園のバリアフリー化を検討するにあたっては、個々の都市公園の

設置目的に応じて、立地条件とバリアフリー化の必要性等を比較検討し、場合によって

は「都市公園移動等円滑化基準」に即した施設整備を行う代わりに、代替となる施設整

備や人的な利用支援や情報提供の充実等によって対応することも含めて、検討すること

が重要である。 

（３）整備後における適切かつ継続的な取組 

また、「都市公園移動等円滑化基準」に対応するよう整備された公園施設は、破損や

老朽化、植栽の成長などで機能が阻害されないように維持管理され、適切に運用される

ことにより初めてその機能が発揮される。特に、様々な機能を有する都市公園は、多様

な利用者がそれぞれの目的で利用する施設であるため、個々の都市公園において対応で

きるニーズについて積極的に情報提供していくことが、公園本来の効用の発揮にもつな

がるものである。 

したがって、都市公園の移動等円滑化整備後においても、情報提供を含めて適切な管

理・運営を行うことはもちろん、高齢者、障害者等の利用実態調査や意見聴取等に基づ

く評価・改善等の継続的な取組により、その機能を維持・向上していくことが重要であ

る。 

公園利用におけるバリア

多様な公園利用者の利便性向上 ＝ 都市公園本来の多様な機能の発揮

レクリエーション 健康増進 自然とのふれあい 観光・交流避難地・避難路
等

自然環境や人文資源
に配慮した検討

都市公園のバリアフリー化

公園利用に必要な情報がない、点字や
音声がない、表示が分かりづらい 等

情報面のバリア物理的なバリア
通路の幅が狭い、手すりがない、
段差や急な坂がある、等

物理的なバリアに加え
情報面でも対応整備後における適切

かつ継続的な取組

 

図 都市公園のバリアフリー化の基本的な考え方（イメージ） 
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３．都市公園のバリアフリー化の推進方策 
前節で述べたとおり、都市公園は国民生活に欠かせない多様な役割を全うするため、

高齢者、障害者等を含む全ての人々にとって利用しやすい施設整備が求められている。

一方、歴史的・文化的資源や貴重な動植物の保全の必要性、地形等の立地条件から、基

準に則した整備が難しい場合もある。 

したがって、まず、公園計画を検討する際には、福祉のまちづくりや防災まちづくり

の計画における当該公園の位置づけ等を把握し、移動等円滑化の目標や方針を検討する

ことが重要である。また、公園内の自然環境や人文資源の現況だけでなく、周辺地域に

おける高齢者、障害者等の関連施設の立地状況も勘案し、個々の公園の特性や位置づけ

に応じて、移動等円滑化の目標（どのような公園利用をバリアフリーで提供するか）、

移動等円滑化の整備水準の検討（どのようなルートを確保し、どの施設をバリアフリー

化するか）について考え方を整理する。 

また、バリアフリー基本構想における生活関連施設としての位置づけを踏まえ、重点

整備地区における一体的なバリアフリー化を考慮して、生活関連経路や他の生活関連施

設とのネットワークに配慮し、公園内のバリアフリー化を検討する。 

 その上で、特定公園施設の現状や計画を分析し、適切な移動等円滑化整備の実現策を

検討する。検討の結果、移動等円滑化整備基準への適合が困難な場合は、当該公園の持

つ特性に応じて、代替的な施設整備による移動等円滑化方策を検討する。代替的な施設

整備も困難な場合には、人的な支援や機器の貸出等の利用サポートにより、全ての人々

にとって利用しやすい公園の整備、管理運営に取り組む。 

なお、都市公園の移動等円滑化整備は、一度の整備や改修により全てを実現すること

は困難であり、移動等円滑化整備が実現した箇所については適切に管理・運営を行うと

ともに、障害等の程度により利用できない箇所も含め、バリアフリー化状況を利用者に

幅広く情報提供していくことが重要である。 

また、整備が実現した都市公園又は施設の適切な管理・運営によってバリアフリー環

境を維持していくとともに、高齢者、障害者等を含む公園利用者の意見も参考に検証す

る作業を行い、さらなる向上に反映させていくスパイラルアップの取組を行うことが望

ましい。 
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図 検討フロー（イメージ） 

 
公園計画の検討 

 
＜公園計画の検討における主なポイント＞  

□ バリアフリー基本構想における

位置付け 
□上位計画・関連計画（緑の基本計画、地域防災計画等） 

□自然環境（地形、植生、保存樹木等）   （生活関連経路、他の生活関連施設
とのネットワーク） □社会条件（人口、土地利用、周辺施設等）  

□人文資源（文化財、景観、歴史等）    □ バリアフリー法に基づく基準の
内容 □その他（住民意識等）  

 ⇒ 上記のポイントをふまえ、個々の公園の特性や位置づけに応じて、 

 ● 移動等円滑化の目標（どのような公園利用をバリアフリーで提供するか） 

● 移動等円滑化の整備水準の検討（どのようなルートを確保し、どの施設をバリアフリ

ー化するか） 
 

  について検討する。 

 ※ 必要に応じて高齢者、障害者等や地域住民の意見聴取を行う。

 

 
公園施設の移動等円滑化整備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動等円滑化整備は
自然環境や歴史・文
化の保全等において
問題ないか？ 

YES NO 

基準・ガイドラインに 
沿った施設整備の実施 

代替的な施設整備による 
移動等円滑化整備の実施 

管理運営による移動等円滑化の取組の実施 

利用状況等の把握 

移動等円滑化整備の維持・向上 

YES NO 
代替的な施設整備
による移動等円滑
化が可能か？ 

利用支援による 
対応の検討 

施設管理 情報提供 利用支援 
破損・老朽化・植栽の成長等

への適切な対応等 
障害に応じた利用の目安と
なる情報提供、多様な手段に

よる情報提供 

利用プログラム、 
利用サポート 
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４．ガイドラインの位置付け 
 

本ガイドラインは、バリアフリー法に基づく都市公園における移動等円滑化に係る整

備の内容を示したものであり、多様な利用者のニーズに応え、すべての利用者がより円

滑に利用できるよう、公園施設の整備を行う際の考え方を示したものである。 

公園管理者等は、本ガイドラインの考え方を基本として施設整備を行うことが望まし

い。また、本ガイドラインに記載のない内容であっても、移動等円滑化の推進に必要な

内容については、公園管理者等は積極的に実施するよう努力することが望まれる。   

なお、平成１５年より制度化され、近年、都市公園においても導入が進んでいる「指

定管理者」（地方自治法第 244 条の２第３項）にあっても、「公園管理者等」と同様に、

本ガイドラインの考え方を基本として都市公園の管理を行うことが望ましい。その際、

公園管理者は、必要に応じて事前承諾、立ち会いを実施すること、又は事後報告を要請

することが考えられる。 

 

 

５．対象施設と対象者 
 

本ガイドラインの主な対象施設である特定公園施設とは、都市公園に設置される公園

施設のうち、バリアフリー法の施行令に規定される 12 施設（園路及び広場、屋根付広

場、休憩所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲場、手洗場、管理事務所、掲

示板、標識。以下「特定公園施設」という。）である。また、バリアフリー法第２条第

16 号に規定する特定建築物及び同条第 17 号に規定する特別特定建築物については、都

市公園にあっても建築物移動等円滑化基準への適合義務が課せられる。 

今回の改訂では、施行令に規定される特定公園施設である 12 施設以外に、ベンチ、

野外卓を対象に加えるとともに、管理・運営などソフトの面から指針を示している。 

本ガイドラインの主な対象者として検討したのは、高齢者、障害者、妊産婦、けが人

等（以下、「高齢者、障害者等」という。）であるが、法にいう障害者には、身体障害者

のみならず、知的障害者、精神障害者及び発達障害者を含む全ての障害者で、身体の機

能上の制限を受ける者は全て含まれることに留意する必要がある。高齢者、障害者等の

身体の機能上の制限には、知覚面又は心理面の働きが原因で発現する疲れやすさ、表示

の分かりにくさ等の様々な制約が含まれることから、移動等円滑化には、このような負

担の軽減による利便性・安全性の向上も含まれることに留意する必要がある。また、本

ガイドラインにおいて「車いす使用者等」の利用に配慮して示している整備内容は、車

いす使用者以外の高齢者、障害者等の利用への配慮としても重要である。 

さらに、これら対象者のみではなく、本来、来園するすべての人々が利用しやすい公

園が望ましいという、いわゆるユニバーサルデザインの考え方に基づき整備することが

望まれる。 
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以下に、本ガイドラインにおける主な対象者と基本的な寸法を示す。 

 

【本ガイドラインにおける主な対象者】 

対象者 対象と想定するケースの例 おもな特性 

高齢者 ・歩行が困難な場合 ・歩行が不安定 
・視力が低下している場合 ・階段、段差の移動が困難な場合がある 
・聴力が低下している場合 ・長い距離の連続歩行や長い時間の立位が困難な場合がある

・視覚・聴覚能力の低下により情報認知やコミュニケーショ
ンが困難な場合がある 

肢体不自由者 ・手動車いすを使用 ・階段、段差の昇降が不可能 
（車いす使用
者） 

・電動車いすを使用 ・移動に一定以上のスペースを必要とする 
・上肢障害がある場合、手腕による巧緻な操作・作業が困難
・文字の記入や話すことが困難な場合がある※1 

肢体不自由者 ・杖などを使用している場合 ・階段、段差や坂道の移動が困難 
（ 車 い す 以
外） 

・義足・義手・人工関節など
を使用している場合 

・長い距離の連続歩行や長い時間の立位が困難 
・上肢障害がある場合、手腕による巧緻な操作・作業が困難
・文字の記入や話すことが困難な場合がある※1 

内部障害者 ・長時間の歩行や立っている
ことが困難な場合 

・外見からは気づきにくい 
・長い距離の連続歩行や長い時間の立位が困難 

・オストメイト（人工肛門、
人工膀胱造設者） 

・障害によって、酸素ボンベ等の携行が必要 

視覚障害者 ・全盲 ・外見からは気づきにくいことがある 
 ・弱視 ・空間把握、目的場所までの経路確認が困難 

・色覚障害 ・視覚による情報認知が不可能あるいは困難 
・音声を中心に情報を得ている。※1 
・文字の読み書きが困難※1 

聴覚・言語障
害者 

・ろう ・外見からは気づきにくい 
・中途失聴、難聴 ・音声による情報認知やコミュニケーションが不可能あるい

は困難 ・言語に障害がある場合 
・視覚を中心に情報を得ている※1 
・声に出して話せても聞こえているとは限らない※1 
・補聴器をつけても会話が通ずるとは限らない※1 

知的障害者 ・初めて施設を訪れる場合 ・コミュニケーション、感情のコントロール等が困難な場合
がある ・いつもと状況が変化した場

合 ・情報量が多いと混乱する場合がある 
・周囲の言動に敏感 
・複雑な話や抽象的な概念の理解が不得手な人もいる※2 
・判断したり、見通しをもって考えることが苦手な人もいる
※2 

・読み書きや計算が苦手な人もいる※2 
・困ったことが起きても自分から助けを求めることができな
い人もいる※2 

・注意障害のために危険箇所に気付かなかったり、絶えず動
きまわったり急に飛び出してしまうことがある（※3） 

 （次ページに続く）
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（前ページの続き） 

対象者 対象と想定するケースの例 おもな特性 

精神障害者 ・初めて施設を訪れる場合 ・ストレスに弱く、疲れやすく、頭痛、幻聴、幻覚が現れる
ことがある ・いつもと状況が変化した場

合 ・新しいことに対して緊張や不安を感じる 
・混雑や密閉された状況に極度の緊張や不安を感じる 
・人と対面することや対人関係、コミュニケーションが苦手
な人もいる※2 

・警戒心が強かったり、自分に関係ないことでも自分に関係
づけて考えたりすることがある※2 

・若年期の発病や長期入院のために社会生活に慣れていない
人もいる※2 

・注意障害のために危険箇所に気付かなかったり、絶えず動
きまわったり急に飛び出してしまうことがある（※3） 

発達障害者 ・初めて施設を訪れる場合 ・他人との対人関係の構築が困難 
・いつもと状況が変化した場

合 
・じっとしていられない、走り回るなどの衝動性、多動性行
動 

・特定の興味や関心に強いこだわり、反復的な行動 
・突発的な出来事や予定の変更への対応が苦手な人もいる※2
・相手の話が理解できない、思っていることをうまく伝えら
れない人もいる※2 

・読み書きや計算が苦手な人もいる※2 
・注意障害のために危険箇所に気付かなかったり、絶えず動
きまわったり急に飛び出してしまうことがある（※3） 

妊産婦 ・妊娠している場合 ・歩行が不安定（特に下り階段では足下が見えず不安） 
・長時間の立位が困難 
・不意に気分が悪くなる場合がある 
・初期などにおいては外見からは気づきにくい 

乳幼児連れ ・ベビーカーを使用している
場合 

・長時間の立位が困難（抱きかかえている場合など） 
・子どもが不意な行動をとる場合がある 

・乳幼児を抱きかかえている
場合 

・階段、段差などの昇降が困難（特にベビーカーを抱えなが
らの階段利用は困難である） 

・幼児の手をひいている場合 ・オムツ交換や授乳が必要 

外国人 ・日本語が理解できない場合 ・日本語によるコミュニケーションが困難あるいは不可能 

その他 ・一時的なけがの場合（松葉
杖やギブスを使用してい
る場合など） 

・移動、情報把握、設備利用等において困難となる場合があ
る 

・病気の場合 
・重い荷物を持っている場合
・初めて公園を訪れる場合 

注 高齢者、障害者等においては、複合障害の場合がある。 

注 「障害者基本法の一部を改正する法律」（平成 23 年 8 月 5 日公布・施行（一部を除く））により、「障害者」とは、

「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）が

ある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

をいう。」となり、発達障害が障害者基本法の対象になることが明文化された。 

出典：「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」、「公共サービス窓口における配慮マニュア

ル 障害者に対する心の身だしなみ」（平成 17 年 内閣府障害者施策推進本部）（※1）、「知的障害、発達障害、

精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブック」（国土交通省総合政策局安心生活政策課）（※2）、「知

的障害、発達障害、精神障害のある人のための施設整備のポイント」（国土交通省）（※3）をもとに作成 
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【本ガイドラインにおける基本的な寸法】 

幅：135cm

●車いすと車いすのすれ違いの最低幅

幅：80cm

幅：180cm

幅：120cm

幅：90cm

幅：140cm

幅：150cm

幅：180cm

幅：170cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 人が横向きですれ 

 違える最低幅は 120 ㎝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」より 

  ※車いす使用者の利用に配慮した幅の確保は、介助者の付き添いへの配慮にも有効である。 
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６．ガイドラインの活用について 
本ガイドラインの内容は、標準的な整備内容は「○」、望ましい整備内容は「◇」で

示しており、優先順位を判断する際の一つの目安となるようにしている。 

個々の公園施設の整備に当たっては、各公園管理者等において、公園施設の特性、利

用状況、整備財源等に応じて優先順位を判断して行うこととなる。 

公園施設の特性、利

用状況、整備財源等に応じて優先順位を判断して行うこととなる。 

本ガイドラインで示した考え方や根拠を充分認識した上で、移動等円滑化に配慮した

整備を行うことが望まれる。 

本ガイドラインで示した考え方や根拠を充分認識した上で、移動等円滑化に配慮した

整備を行うことが望まれる。 

  

  【本ガイドラインの見方】 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

基準の趣旨と整備にあた

っての考え方を示してい

ます。 

本ガイドラインの内容につ

いて、基本的な事項と配慮

事項などについて解説して

います。 

ガイドラインを理解しやす

くするため具体的なイメー

ジを示しています。 

バリアフリー法及び都市

公園移動等円滑化基準等

の法令の条文を記載して

います。 
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第２部 ガイドライン 
第１章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

ガイドライン る法律の
 

1-1 バリアフリー法における都市公園に関する枠組み 

（１）バリアフリー法の枠組み 

バリアフリー法に基づき、以下の法令が定められている。 

① バリアフリー法：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律
第 91 号） 

② 施 行 令：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第379号）

③ 施行規則：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成18年国土交通省

令第110号） 

④ 都市公園移動等円滑化基準：移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める

省令（平成18年国土交通省令第115号） 

 

１）基本方針の策定 
主務大臣は、移動等円滑化（高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身

体の負担を軽減することにより、その移動又は施設の利用上の利便性及び安全性

を向上すること）の促進に関する基本方針を定めるものとする。（平成 18 年 12

月 15 日国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第１号。平成 23 年 3 月 31 日

改正） 

 

２）移動等円滑化のために施設管理者が講ずべき措置 
旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物について、新

設時等における移動等円滑化基準適合義務、同基準適合維持義務及び既存施設に

係る同基準適合努力義務等について定める。 

 

３）重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施 
① 基本構想の作成 

市町村は、旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の高齢者、障害者等が生活

上利用すると認められる施設を含む地区（重点整備地区）について、移動等円滑

化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を作成することがで

きることとする。 

 
② 基本構想の作成に際しての利用者、住民等の参加の促進等に係る措置 

市町村が基本構想を策定する際には、利用者、住民等の意見を反映させるため
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に必要な措置を講じるとともに、関係する施設管理者及び高齢者、障害者その他

の市町村が必要を認める者で構成する協議会等を設置することができる。 

 

③ 移動等円滑化のための特定事業の実施 

関係する施設管理者等は、当該基本構想に即して移動等円滑化のための特定事

業の実施計画を作成し、これに基づき、特定事業を実施するものとする。 

また、旅客施設及び車両等並びに建築物に係る特定事業で主務大臣の認定を受

けたものに対する地方公共団体の助成に係る地方債の特例を設ける。 

 

 

４）都市公園移動等円滑化基準 
都市公園における移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準は、都市公園法、都市公園法施行令及び都市公園法施行規則に定めるものの

ほか、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準（移動等円

滑化基準）を参酌して、地方公共団体が条例で定めるところによる。 

なお、国が設置する都市公園については、上記の省令で定めるところによる。 
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1-2 公園管理者等の責務 

【バリアフリー法】 

（国の責務） 

第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者

と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容そ

の他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の

状況等を勘案しつつ、これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた

上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理

解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければな

らない。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（施設設置管理者等の責務） 

第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活におい

て利用する施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

 

（国民の責務） 

第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するこ

との重要性について理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の

利用を確保するために協力するよう努めなければならない。 

 

（公園管理者等の基準適合義務等）（改正後の条文） 

第十三条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、

当該特定公園施設（以下この条において「新設特定公園施設」という。）を、

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例（国の設置に係

る都市公園にあっては、主務省令）で定める基準（以下この条において「都市

公園移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものと

する。 

３ 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公園法第五条第一項の規定に

よる許可の申請があった場合には、同法第四条に定める基準のほか、都市公園

移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合に
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おいて、公園管理者は、当該新設特定公園施設が都市公園移動等円滑化基準に

適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。 

４ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基

準に適合するように維持しなければならない。 

５ 公園管理者等は、その管理する特定公園施設（新設特定公園施設を除く。）

を都市公園移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

 

 

都市公園は、不特定かつ多数の者が利用する公共施設であり、高齢者、障害者

等が円滑に利用できるよう整備する必要がある。都市公園の利用に際しては、利

用者は園路その他の個々の公園施設を利用することから、これらの公園施設のう

ち一律に移動等円滑化が必要なものについて、特定公園施設と規定し、その設置

について、都市公園移動等円滑化基準適合義務（第 13 条第３項）及び同基準適

合維持義務（第 13 条第４項）を課すとともに、既存のものについても、同基準

適合努力義務（第 13 条第５項）を課すこととしている。 

 

※特定公園施設の設置に関する基準について 

 

平成 23 年８月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第２次一括法）」により、バリ

アフリー法の一部が改正され、地方公共団体が設置する都市公園における特定公

園施設の設置に関する基準については、省令で定める基準を参酌して地方公共団

体が条例で定めることとなった。（平成 24 年４月１日施行）【P.23 参照】 

 

※公園管理者以外（都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条の許可を受けた

者）の基準適合義務について 

 

公園施設を設置・管理する者としては、公園管理者のほか、都市公園法第５条

第２項の許可を受けた者も該当する。こうした公園管理者以外の者の設置・管理

する公園施設についても、前述の都市公園移動等円滑化基準適合義務、同基準適

合維持義務及び同基準適合努力義務の対象となる。 

都市公園移動等円滑化基準適合義務については、バリアフリー法第 13 条第１

項において公園管理者以外の者に対しても義務を課すとともに、同条第３項で

「基準に適合しないと認めるときは、・・・許可をしてはならない。」と規定する

ことにより、同基準への適合を都市公園法第５条の許可の要件とすることとして

いる。これにより、都市公園移動等円滑化基準適合義務の実効性は、同条の許可

の要件に違反したものとして同法第 27 条第１項第１号「この法律に基づく処分

に違反している者」に対する監督処分によって担保されることとなる。 
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また、都市公園移動等円滑化基準適合維持義務及び同基準適合努力義務につい

ても、バリアフリー法第 13 条第４項及び第５項の規定により、公園管理者以外

の者に対しても課している。都市公園移動等円滑化基準適合維持義務の実効性は、

都市公園法第５条の許可において、本法に基づく同基準への適合を維持すべきこ

とを都市公園法第８条（公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理に関する

許可条件）に規定する条件として付する運用上の措置を通じて、同法第 27 条第

１項第２号「この法律の規定による許可に付した条件に違反している者」に対す

る監督処分によって担保される。 
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1-3 特定公園施設等 

（１）特定公園施設 

【施行令】 

第三条 法第二条第十三号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げる

もの（法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられてい

ることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させ

ることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。）とする。 

一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交

通省令で定める主要な公園施設（以下この号において「屋根付広場等」と

いう。）との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等（当該駐車

場を除く。）との間の経路を構成する園路及び広場 

二 屋根付広場 
三 休憩所 
四 野外劇場 
五 野外音楽堂 
六 駐車場 
七 便所 
八 水飲場 
九 手洗場 
十 管理事務所 
十一 掲示板 
十二 標識 
 

【12 の特定公園施設指定の趣旨】 
バリアフリー法第２条第 13 号で規定される「移動等円滑化が特に必要なもの

として政令で定める公園施設（特定公園施設）」とは、公園外部からの一連の移

動経路を目的地まで繋げ、利用上の利便性、安全性の促進及び福祉の増進に資す

るものである。 

都市公園の公園施設には、園路、広場等のように移動等円滑化の対象として考

えられるものがある一方、井戸、水門、植栽等、公園施設の目的や特性から、公

園利用者の利用に直接関わらず通常移動等円滑化の対象として想定されないも

の、図書館、宿泊施設等、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に定める建築

物であって、バリアフリー法第 14 条に規定する建築物移動等円滑化基準により

移動等円滑化が定められるもの等がある。 

 

このため、「特定公園施設」としては、都市公園法第２条第２項に規定する公

園施設のうち、高齢者や障害者等の円滑な移動・利用上の利便性及び安全性を確
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保するために移動等円滑化の必要性が高く、かつ全国一律の基準（都市公園移動

等円滑化基準）による適合義務を定めることが適当な公園施設に限定している。

具体的には、都市公園の出入口及び駐車場と主要な公園施設間の経路を構成する

園路及び広場、屋根付広場、休憩所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水

飲場、手洗場、管理事務所、掲示板、標識を定めている。 

 

【特定公園施設の例外規定による除外と特定建築物、特別特定建築物の適合義務】 
なお、これらの施設のうち、法令又は条例の規定の適用があるもの等に該当す

るもので移動等円滑化が困難な場合は、特定公園施設から除かれる（施行令第３

条柱書、施行規則第２条第１項）。【P19 を参照】 

また、バリアフリー法第２条第 16 号に規定する特定建築物及び同条第 17 号に

規定する特別特定建築物については、都市公園にあっても建築物移動等円滑化基

準への適合義務も課せられる。 

 

＜ガイドライン＞ 

○園路及び広場については、当該公園の園路及び広場うち、都市公園の出入口と

施行令第３条第２号から第12号までの公園施設その他主要な公園施設（以下「屋

根付広場等」という。）との間の経路及び駐車場と屋根付広場等（当該駐車場

を除く 10 施設）との間の経路を構成する園路及び広場を対象とする。 

○主要な公園施設とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等の利用が見込まれる施設であり、当該都市公園の設置の目的を鑑みて重

要と認められる施設である。 

○特定公園施設については、新設、増設又は改築の際に都市公園移動等円滑化基

準適合義務及び同基準適合維持義務が生じ、既存のものについては同基準適合

努力義務が課せられる。 

◇特定公園施設以外の公園施設についても、バリアフリー法の趣旨に則り、当該

都市公園の設置目的、利用状況等を鑑み、可能な限り移動等円滑化することが

望ましい。 
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図 特定公園施設及び本ガイドラインの対象の考え方 

 

 

建築物移動等

円滑化基準ガ

イドライン 

建築物である

公園施設 

特別特定建築物 公園施設 

・都市公園法第２条第２項 

・都市公園法施行令第５条 

 等に定められる公園施設 

 

○園路及び広場 

（屋根付広場) 

 

○修景施設 

・植栽 ・花壇 

・噴水 ・池  等 

 

○休憩施設 

・休憩所  ・ベンチ  

・キャンプ場 等 

 

○遊戯施設 

・ぶらんこ ・すべり台 

・砂場 ・シーソー 等 

 

○運動施設 

・野球場 ・陸上競技場 

・水泳プール 等 

 

○教養施設 

・植物園 ・動物園 

・野外劇場・野外音楽堂 等 

 

○便益施設 

・便所  ・駐車場 

・売店  ・飲食店 

・水飲場  ・手洗場 等 

 

○管理施設 

・門 ・さく ・管理事務所 

・掲示板 ・標識 等 

 

○その他政令で定めるもの 

・展望台 ・ヘリポート 等 

 
建築物：建築基準法

第２条第１号に規

定する建築物 

（例）便所、屋根付

広場、飲食店、売

店、屋内水泳プー

ル 等 

建築物でない

公園施設 

 
(例)園路、広場、四

阿の休憩所、ベン

チ、野外卓、キャ

ンプ場、屋外型の

野球場、テニスコ

ート、動物園、植

物園、野外劇場、

野外音楽堂、駐車

場、水飲場、手洗

場、掲示板、標識

等 

 

利用に直接関わらない公園施設 
※植栽や埋設された水道管等、利用者に利用されない施設 

（例）滝、水門、発電施設等 

 

建築物移動等円滑化基準

への適合義務 

 

※建築物移動等

円滑化基準の

運用指針 
特定建築物 

 
建築物移動等円滑化基準

への適合させる努力義務

多様な手法・運用

により移動等円滑

化による取組み 
 

都市公園の立地や周辺状

況、利用者等の状況に対

応して、ハード面・ソフ

ト面で様々な工夫による

取組 

○特定公園施設以外

の公園施設（ベン

チ・野外卓） 

○施設の管理運営 

○情報提供 

○利用支援 

特定公園施設 

新設時等の都市公園

移動等円滑化基準へ

の適合義務 

１.園路 

２.屋根付広場 

３.休憩所 

４.野外劇場 

５.野外音楽堂 

６.駐車場 

７.便所 

８.水飲場 

９.手洗場 

10.管理事務所 

11.標識 

12.掲示板

都市公園移動

等円滑化基準

ガイドライン 

 

※都市公園移動

等円滑化基準

の運用指針 

 

管理運営に関する内容
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（２）特定公園施設の例外規定 

【施行規則】 

第二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（以下「令」

という。）第三条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁

止又は制限に関する文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）、古都に

おける歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）、都

市計画法（昭和四十三年法律第百号）その他の法令又は条例の規定の適用が

あるもの 
二 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの 
三 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地

として適正に保全する必要がある場所に設けるもの 
 

公園施設のうち、 

① 当該公園施設を設置する都市公園内に保存・保全が必要な文化財や史跡・名

勝等が存在し、土地の形質の変更等を制限する法令・条例の規定の適用がある

もの 

② 都市公園内の山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地等に設けるも

の 

③ 都市公園内の自然環境や動植物の生息地を保全することが必要な場所等に設

けるもの 

については、都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして、

特定公園施設の対象から除かれる。 

 

＜ガイドライン＞ 

◇都市公園移動等円滑化基準への適合が困難なものとして、例外規定を適用する

場合においても、当該都市公園の設置の目的のほか、公園整備計画、管理運営

の方針等を踏まえるとともに、障害者団体や支援者団体、利用者や周辺住民の

意見を聴取するなどにより、合意形成を図りつつ、対応策を検討することが望

ましい。 
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事例 文化財庭園におけるバリアフリー化の検討プロセス 

東京都では、特別名勝・特別史跡である浜離宮謝恩公園など、文化財に指定されている９つの都立庭園

でのバリアフリー化の進め方について、平成 13 年に以下のように考え方を整理している。そこでは、は

じめに物理的改造ありきでなく、文化財管理の基本を踏まえ、管理運営による対応も含めた多様かつ段階

的対応手段を検討するフローが示されている。この考え方は、自然保護上の配慮が求められる場合や地形

上の制約がある場合等にも応用できると考えられている。 

■庭園構成の概念 

庭園の構成を以下のように３つに区分している。 

a.歴史部分－文化財を構成する芸術的、歴史的価値を持つ部分。もしもこれが改変された場合は、文化財

としての価値を失うことになる。 

b.付加部分－適切な利用を図るため後世に設けられた部分で、文化財としての構成に直接かかわらないも

の。管理や解説のための施設、駐車場、飲食施設、休憩所など。 

c.上記２者の判断が難しい部分－後世に改変された可能性がある部分や、歴史的部分の緩衝エリアとして

の役割を持つ部分など。 

  
図 文化財庭園の概念の構成 

■対応の進め方 

(1)現状の改変を避けるため、管理運営

による対応を検討する(人的介助､福

祉用具や可搬式器具等｡) 

(2)施設整備による対応について「庭園

構成の概念」の３つの区分について、

以下のように取り組む 

a.歴史部分－復元や修復が必要な部分

について、その内容がバリアフリー

対策に合致する場合に、施設的な対

応を実施する。 

b. 付加部分－既存の基準類に沿って、

歴史的部分と調和するよう施設整備

を行う。 

c.判断が難しい部分－十分な調査検討

に基づき慎重に対応する。（委員会等

による調査・検討） 

(3)上記対応が難しい場合は、写真やビ

デオなどの代替え手段により緩衝を

確保する。 

■専門家による助言等 

・検討にあたっては、学識経験者から

の幅広い助言を求める。 

・施設整備・改修にあたっては、小規

模な維持補修を除く全案件について、

専門委員会で審議を経た後実施する。 

 

 
出典：「東京都立文化財庭園におけるバリアフリーの在り方について検討報告書」平成 3年 3月 東京都建

設局公園緑地部、「東京都の文化財庭園におけるバリアフリー対策」『公園緑地』第 67 巻第 6号 東
京都公園緑地部公園建設課、「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル（平成 21 年版）」
東京都福祉保健局 
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事例 重要な歴史資源や自然資源がある公園の風致を維持したバリアフリー化の検討 

京都御苑（国民公園・環境省所管）では、「京都御苑庭園基幹施設再整備基本計画」の策定において、

平成 19 年度から２箇年にわたりユニバーサルデザイン化について検討し、「ユニバーサルデザイン化指

針」をとりまとめた。検討過程では、苑内の歴史的遺産の保全や動植物の生育・生息空間への配慮などの

制約があり、都市公園等の整備基準を適用することには多くの課題が想定されたことから、障害当事者や

専門家による点検結果をふまえ、現状分析を行っている。その上で、京都御苑の風致を維持しつつハード・

ソフト両面からユニバーサルデザイン化を推進するための具体的な取組方針を定めている。 

取組にあたっては、御苑らしい景観を見る、御苑の文化・歴史を学ぶ、自然に親しむ等の主な来訪目的

を達成するために必要な経路をモデルルートとして設定している。平成 21～22 年度には砂利の風合いや

景観に配慮した舗装やスロープ等を試験的に整備している。今後も、整備箇所の使いやすさと景観への影

響について検証しながら、段階的に取り組んでいくとしている。 

 

 

 

 

 

図 モデルルートと苑路別の整備方針 

砂利の風合いや景観に配慮し

た舗装（主苑路の横断部） 

自然の風合いに配慮した舗装

（散策苑路） 

出典：「京都御苑庭園基幹施設再整備基本計画」平成 20 年 3 月 環境省京都御苑管理事務所 
   「京都御苑庭園基幹施設再整備基本計画《実施計画編》」平成 21 年 3月 環境省京都御苑管理事務所
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（３）主要な公園施設 

【施行規則】 

第二条 

２ 令第三条第一号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施

設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公

園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。 

 

「主要な公園施設」とは、都市公園法施行令第５条における公園施設のうち、

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等の利用が見込まれ

る施設で、当該都市公園の設置の目的のほか、公園整備計画、管理運営の方針等

を鑑みて公園管理者等が設定する。 

 

〔都市公園法施行令第５条における公園施設〕 

修景施設：植栽、芝生、花壇、噴水、池など 

休養施設：休憩所、ピクニック場、キャンプ場など 

遊戯施設：ぶらんこ、滑り台、シーソー、砂場など 

運動施設：野球場、陸上競技場、サッカー場、水泳プール、リハビリテーシ

ョン用運動施設など 

教養施設：植物園、温室、動物園、水族館、自然生態園、体験学習施設など 

便益施設：売店、飲食店、駐車場、便所、水飲場、手洗場など 

その他 ：展望台、集会所など 

 

＜ガイドライン＞ 

◇主要な公園施設は、当該都市公園の設置の目的のほか、公園整備計画、管理運

営の方針等を踏まえるとともに、利用者や周辺住民の意見を聴取するなどによ

り設定することが望ましい。 

◇公園施設のうち、特定建築物、特別特定建築物に該当する施設がある場合は、

主要な公園施設として位置づけることが望ましい。 
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第２章 都市公園移動等円滑化基準に関するガイドライン 
2-1 総則 

【省令】 

（趣 旨） 

第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十

三条第一項に規定する都市公園移動等円滑化基準を条例で定めるにあたって参酌

すべき基準（国の設置に係る都市公園にあっては同項に規定する都市公園移動等円

滑化基準）を定めるものとする。 

 

施行令第３条で定められた特定公園施設【P16 参照】については、新設、増設

又は改築の際には、公園管理者等に都市公園移動等円滑化基準適合義務が課せら

れる。また、既存の管理している特定公園施設についても、同基準適合努力義務

が課せられる（バリアフリー法第 13 条第１項、第４項、第５項【P14 参照】）。 

なお、平成 23 年８月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第２次一括法）」により、

バリアフリー法の一部が改正され、地方公共団体が設置する都市公園における特

定公園施設の設置に関する基準については、省令で定める基準を参酌して地方公

共団体が条例で定めることとなった。（平成 24 年４月１日施行）【P13,14 参照】 

 

（一時使用目的の特定公園施設） 

第二条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この省令の規

定によらないことができる。 

 

都市公園は、地震災害時等に地域の防災拠点や避難地として機能するものがあ

り、当該公園では、災害応急対策のために一時的に使用する災害用トイレや水飲

場等を設置する場合がある。 

このため、災害時の緊急対応が求められる状況下では、移動等円滑化を図るこ

とが困難な場合があることから、都市公園移動等円滑化基準適合義務等の適用除

外とすることができることとしたものであるが、できる限り障害者、高齢者に配

慮して設置することが望ましい。 
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2-2 特定公園施設に関するガイドライン 

2-2-1 園路及び広場 

第三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成十八年政令

第三百七十九号。以下「令」という。）第三条第一号に規定する園路及び広場を

設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一  出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とするこ

とができる。 

ロ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十

センチメートル以上とすること。 

ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保する

こと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、

この限りでない。 

ニ ホに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がない

こと。 

ホ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜

路（その踊場を含む。以下同じ。）を併設すること。 

二  通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いす

の転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回

することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上

とすることができる。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がない

こと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜

路を併設すること。 

ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができ

る。 

ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができ

る。 

ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 
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三  階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、次に掲げる基準に適合するもので

あること。 

イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の

理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 

ハ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、この限りでない。 

ニ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない

構造のものであること。 

ヘ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁

面である場合は、この限りでない。 

四  階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の

状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレ

ベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な

利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 

五  傾斜路（階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に

掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設

する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。 

ロ 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。 

ハ 横断勾配は、設けないこと。 

ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

ホ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五セン

チメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場が設けられて

いること。 

ヘ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の

理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

ト 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が

壁面である場合は、この限りでない。 

六  高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、令第十一条第

二号 に規定する点状ブロック等及び令第二十一条第二項第一号 に規定する

線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの（以下「視覚障害者

誘導用ブロック」という。）その他の高齢者、障害者等の転落を防止するため

の設備が設けられていること。 

七  次条から第十一条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞ

れ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 

（平成十八年国土交通省令第百十号）第二条第二項 の主要な公園施設に接続

していること。 
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（１）園路及び広場の基本的な考え方（基準第 3 条第 1 項本文及び第 7 号） 

＜基準の趣旨＞ 
園路及び広場に関する基準は、下の図のような構成となっている。なお、本ガ

イドラインにおいては、都市公園移動等円滑化基準の第三条第一号から第七号の

基準に適合する園路及び広場を、「移動等円滑化園路」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-1 園路及び広場の移動等円滑化基準 

 
（１）園路及び広場の基本的な考え方（基準第 3条第 1項本文及び第 7号） 

 

図 園路及び広場に関する移動等円滑化基準の体系 

 

高齢者、障害者等の移動や施設利用の利便性、安全性を向上するためには、都

市公園の出入口及び駐車場から特定公園施設及び主要な公園施設【P22 参照】に

至るまでの経路を確保し、当該経路を移動等円滑化する必要がある。各施設に至

るうえで最も一般的と認められる経路を移動等円滑化するとともに、他の経路に

ついても可能な限り移動等円滑化することが望ましい。 

また、高齢者、障害者等が、自分のいる場所を把握しやすいよう、目的地に行

きやすいように、移動円滑化園路を連続した明快で簡潔な動線やわかりやすい空

間構成とすることが重要である。 

 

 

（２）出入り口の基準 

（基準第 3条第 1項第 1号） 

（３）通路の基準 

（基準第 3条第 1項第 2号） 

やむをえず段を設ける場合 

（４）階段の基準 （５）傾斜路の基準 

（基準第 3 条第 1 項

第 3号） 

（基準第 3条第 1項第 4～5号） 

１）傾斜路を併設する場合 

２）傾斜路の併設が困難な場合

（６）転落防止等の基準（基準第 3条第 1項第 6号） 

26 

 



＜ガイドライン＞ 
① 移動等円滑化園路の考え方（基準第 3条第 1項本文及び第 7項） 

 

  移動等円滑化園路の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※  

※ 

◇ 公園内に複数の便所を設ける場合、全てに多機能便房を設けることが望ましい。 
○ 移動等円滑化基準に適合する特定公園施設が設置されている場合、特定公園施設の種別毎に、

それぞれ１以上の施設と移動等円滑化園路を接続させる。 
 

 

○都市公園の出入口及び駐車場から特定公園施設及び主要な公園施設【P22 参照】

を結ぶ経路のうち、公園利用者の移動が最も一般的な経路（主動線）を移動等

円滑化園路とする。 

○移動等円滑化基準に適合する特定公園施設（園路及び広場を除く）が設置され

ている場合、移動等円滑化園路は、これらの施設のうち、それぞれ１以上と接

続させる。 

○主要な公園施設には、移動等円滑化園路を接続させる。 

○掲示板及び標識については、移動等円滑化園路に近接させる。 

◇都市公園内の特定建築物及び特別特定建築物についても接続させることが望ま

しい。 

◇移動等円滑化園路は、主要な公園施設へのアクセスに対して迂回路とならない

設定とすることが望ましい。 
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◇歩行者用の出入口と駐車場がある場合は、それぞれ１以上の経路を移動等円滑

化することが望ましい。 

◇移動等円滑化園路が接続する特定公園施設及び主要な公園施設の出入口手前に

は、施設に安全で円滑に出入りができるよう 150 ㎝×150 ㎝以上の水平面を確

保することが望ましい。 

◇移動等円滑化園路以外の園路及び広場についても、高齢者、障害者等が多様な

利用ができるよう、可能な限り移動等円滑化することが望ましい。 

◇工事等の実施により移動円滑化園路が遮断される場合には、工事を実施する旨

の案内表示や、工事中の迂回路をわかりやすく示すことが望ましい。 

 

② 移動等円滑化園路を構成する広場の考え方 

○特定公園施設や主要な公園施設を利用するために、広場内を移動しなければな

らない場合は、当該広場は園路と同等の機能を担うものとして、移動等円滑化

園路とする。例えば、都市公園の出入口に広場が接しており、園路が設置され

ていない場合は、当該広場の一部を移動等円滑化園路とする必要がある。 

 

③移動等円滑化園路における傾斜路の併設の考え方（基準第 3 条第 1 項第 1 節ホ及

第 2項ハ） び

○移動円滑化園路には、車いす使用者等の通行の支障となる段差は設けない。 

○移動円滑化園路に階段又は段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならな

い。 

○階段又は段に傾斜路を併設することが困難な場合は、エレベーター、その他昇

降機を設置することにより、傾斜路に代えることができる。 
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（２）出入口の基準（基準第 3条第 1項第 1号） 

＜基準の趣旨＞ 
移動等円滑化園路の出入口（すなわち、都市公園の出入口）は、高齢者、障害

者等が通過しやすいよう、段差を設けず、十分な幅を確保する。 

また、出入口は公道の動線と交差するなど危険性が高い場所であるため、水平

面の確保により、車いす使用者の安全性の確保に努める。また、危険の認知が困

難な高齢者、障害者等のために、表示の工夫等により安全性の確保に努めること

が重要である。 

 

＜ガイドライン＞ 
① 有効幅 

《車止めを設けない場合》 

○都市公園の出入口の有効幅は、車いす使用者と横向きの人がすれ違えるよう

120cm 以上とする。地形の状況その他の特別の理由により、やむを得ない場合

でも、車いす使用者が通過しやすいよう、90cm 以上の有効幅を確保する。 

 

《車止めを設ける場合》 

○車止めを設ける場合は、車いす使用者が通過しやすいよう、１以上の車止めの

間隔について、有効幅 90cm 以上を確保する。 

○公園利用者の安全確保ため、半円形の車止めや回転しながら進入する車止めを

設置する場合は、車いす使用者等の通行に支障のない構造とする。 

 

② 水平面 

○出入口には、車いす使用者等が安全で円滑に出入りができるよう、長さ 150cm

以上の水平面を設置する。 

○水平面の表面は、平坦で固くしまっていて滑りにくい舗装とする。 

○横断側溝の上蓋等は、車いすやベビーカー等の車輪、杖や靴の踵等が挟まらな

い構造で、滑りにくい表面とするなど、高齢者、障害者等の通行の支障になら

ない構造とする。 

◇車止めを設ける場合は、その前後に長さ 150cm 以上の水平面を設置することが

望ましい。 

◇出入口が車道に面する場合には、危険の認知が困難な高齢者、障害者等の注意

喚起のため、出入口で止まることがわかりやすいよう表示することが望ましい。 

 

③ 段 

○車いす使用者等の通行の支障となる段差は設けない。 

◇水処理や地形の状況、その他の特別の理由※によりやむを得ず段差が生じる場

合についても、車いす使用者等の通行の支障にならないよう傾斜路を設ける等
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により段差が生じないようにすることが望ましい。 

 

※丘陵地など急峻な地形に立地するなど十分なすりつけの場所を確保できない、

又は、景観や文化財等に重大な影響が出るなど土地の改変に制約があり、工夫

してもなお、対応させることができない場合を言う。 

 

車止めを設けない場合 

 

 

 

 

 

 
○水平面150cm以上 

 ○有効幅120cm以上 

やむを得ない場合 
 90cm以上 

 

 

 
○段を設けない 

 ○縦断勾配５％以下、 

やむを得ない場合８％以下 
○平坦で固くしまっていて 

滑りにくい表面  

 

車止めを設ける場合 

 

 

 

 

 

 

 
◇水平面 150 ㎝以上

 ◇水平面 150 ㎝以上

 ○車止めを設ける場合 

有効幅90cm以上 
 

 

 
◇止まることがわかりや

すいよう表示 
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事例 止まる位置のわかりやすい表示 

◇道路上の足型マークは、歩道と車道の交差する手前等に、足形のマークを設置することで、止ま

って左右確認することを注意喚起するとともに、止まる位置を確認しやすくしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「知的障害、発達障害、精神障害のある人のための施設整備のポイント」国土交通省 
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（３）通路の基準（基準第 3条第 1項第 2号） 

＜基準の趣旨＞ 
移動等円滑化園路の通路は、高齢者、障害者等が円滑に移動できるよう連続性

の確保に努める必要がある。 

また、園路の勾配は、高齢者、障害者等（特に高齢者や車いす使用者等）に配

慮して可能な限り小さくする必要があるが、地形の状況等により縦断勾配を設け

る場合は５％以下とする。ただし、地形の問題等によりすりつけが困難な場合等

があるので、高齢者、障害者等の円滑な移動及び利用が確保される場合は、部分

的に８％の縦断勾配まで許容する。 

車いす使用者の行き違いに配慮した通路幅を確保することは、介助が必要な高

齢者、障害者等への配慮としても有効である。 

 

＜ガイドライン＞ 
① 有効幅 

○通路の有効幅は、車いす使用者同士が行き違いやすいよう、介助が必要な高齢

者、障害者等が行き違いやすいよう、180cm 以上とする。 

○有効幅を 180cm 以上確保できない場合であっても、通路の末端の付近及び当該

通路の 50ｍ以内ごとに、車いすが転回できる場所を確保する場合は、有効幅を

120cm 以上とすることができる。ただし、車いす使用者同士が円滑にすれ違え

るよう、車いすが転回できる場所までの見通しを確保するよう配慮する。 

○車いす使用者が回転及びすれ違いができる寸法として、180cm×180cm 以上の広

さを確保する。 

 

② 段 

○車いす使用者等の通行の支障となる段差は設けない。 

◇水処理や地形の状況、その他の特別の理由によりやむを得ず段差が生じる場合

についても、車いす使用者等の通行の支障にならないよう傾斜路を設ける等に

より段差が生じないようにすることが望ましい。 

 

③ 勾配 

○縦断勾配は、高齢者及び車いす使用者等が円滑に利用できるよう５％以下とす

る。 

○地形の状況等の問題により、５％以下でのすりつけが困難な場合等があること

から、特別の理由がある短い区間に限り、８％以下とすることができる。 

○横断勾配は、車いす使用者にとって進行が難しく、危険であるため、１％以下

とし、排水の状況等、特別な理由がある場合のみ２％以下とする。 

○勾配のある通路を設ける場合は、地形の状況等必要に応じて水平面を設けるこ

と。 
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④ 表面等 

○通路の路面は、平坦で固くしまっていて滑りにくいものとする。 

○照明を設ける場合は、高齢者や弱視者等の移動を円滑にするため、十分な明る

さを確保するよう配慮する。 

◇照明を進行方向に合わせて設置することで、進行方向をわかりやすくすること

は、高齢者、障害者等が広い空間で進行方法を認知する上でも有効である。 

◇側溝の上蓋等は、車いすやベビーカー等の車輪、杖や靴の踵等が挟まらない構

造で、滑りにくい表面とするなど、高齢者、障害者等の通行の支障にならない

構造とする。 

 

⑤ 空中突出物 

○原則として路面から 200cm までの空間に天井、壁面、標識からの突出物を設け

ない。やむを得ず突出物を設ける場合は、視覚障害者が白杖で感知できずに衝

突してしまうことがないよう、高さ 110cm 以上のさくの設置やそれに代わる進

入防止措置を講ずる。 
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 ○縦断勾配5％以下 

特別の理由がある場合8％以下 
 

 

 

 

○横断勾配１％以下 

やむを得ない場合２％以下 

○通路の有効幅員180cm以上 

やむを得ない場合120cm以上

○原則として路面か

ら 200cm までの空

間に天井、壁面、標

識からの突出物を

設けない。 

○有効幅員180cm以上 

○横断勾配１％以下 

やむを得ない場合２％以下 

○段を設けない 

○平坦で固くしまっていて滑りにくい表面 

○転落するおそれのある場所に、さくや 

視覚障害者誘導用ブロック等を設置 

◇必要に応じ十分な照明を確保 

 

 

 
◇車いす等の車輪、杖等が

挟まらない構造、滑りに

くい表面の側溝上蓋等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○車いすが転回できる広さの場所 180㎝×180㎝以上 

○50m以内

○やむを得ない場合120cm以上 

○50m以内ごとに、車いすが転回できる広

さの場所を設けられる場合に、有効幅

を120cm以上とすることができる 
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（４）階段の基準（基準第 3条第 1項第 3号） 

＜基準の趣旨＞ 
階段は、移動の負担の大きい箇所であることから、手すりの設置等により高齢

者及び視覚障害者等の円滑な利用に配慮する必要がある。手すりは、高齢者、障

害者等の安全確保（転倒防止）や身体支持、移動補助、誘導のために有効である。 

なお、移動等円滑化園路に階段を設ける場合は、傾斜路を併設する必要がある。 

 

＜ガイドライン＞ 
① 手すり 

○手すりは階段の両側に連続して設置する。 

○高齢者や杖使用者等の肢体不自由者、低身長者をはじめとした多様な利用者の

円滑な利用に配慮した手すりを両側に設置する。 

○１段の手すりとする場合、高さを 75～85cm 程度とする。 

○２段手すりとする場合、床仕上げ面から手すり中心までの高さを上段で85cm程

度、下段で 65cm 程度とする。 

○手すりの端部は、袖や手荷物が引っかかる可能性があるため、階段の外側に向

かって巻き込むなど端部が突出しない構造とする。 

 

② 点字 

○手すりには行き先情報を点字で表示する。点字による表示方法は JIS T 0921 規

格にあわせたものとし、点字内容を文字で併記する。 

○点字は、はがれにくいものとする。 

 

③ 回り段 

○踏面の幅が一定でない回り段やらせん階段は、設置しない。 

 

④ 表面等 

○階段の踏面は、平坦で固くしまっていて滑りにくい仕上げとする。 

○照明を設ける場合は、高齢者や弱視者等の移動を円滑にするため、十分な明る

さを確保するよう配慮する。 

 

⑤ 段鼻 

○段鼻は、突き出しがないこと等、つまずかないような構造とする。 

○段鼻は、注意を喚起する観点から、踏面と、明度・色相又は彩度の差を大きく

する。 

 

⑥ 立ち上がり部等 

○階段の両側は、視覚障害者等が足を踏み外したりしないよう立ち上がり部を設
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ける。側面が壁面である場合は、足を踏み外すことはないので、この限りでな

い。 

○階段の登り口、降り口、踊り場には、点状の視覚障害者誘導用ブロックを設置

し、注意を喚起する。 

◇階段の幅員は、歩行者同士が行き違いできるよう、120cm 以上とすることが望

ましい。 

◇階段の登り口、降り口及び踊り場に、長さ 120cm 以上の水平部分を設けること

が望ましい。踊り場は、高さ 2.5m 以下ごとに設置することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○両側に立ち上がり部を設ける 

◇段鼻には周囲の部分との認識しやす

い明度、色相又は彩度の差をつける
 

２段手すりの階段の例 

○平坦でしまって滑りにくい仕上げ 
○突き出しがない段鼻 

○視覚障害者誘導用 

ブロックの設置 

◇120㎝以上の水平部分 

○手すりを両側に連続して設置する 

○手すりは多様な利用者に配慮して設ける ○手すりの端部が突出しない 
○１段の手すりの場合、高さを75～85cm程度、２段式手す

りの場合は上段85cm、下段65cm程度 
○手すりに通ずる場所を点字で示す 

◇点字は、点字と文字を併記 

◇階段の幅員 120㎝以上 

注：手すりの段数については、当該都市公園の設置の目的等を踏まえ、景観・風致

等にも配慮して検討する必要があることから、基準を設けず、段数に応じた配

慮事項を示している。 
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（５）傾斜路の基準（基準第 3 条第 1 項第 4～5 号） 

１）傾斜路を併設する場合（基準第 3 条第 1 項 5 号） 
＜基準の趣旨＞ 

移動等円滑化園路に階段又は段を設ける場合は、車いす使用者等の移動に傾斜

路が必要である。移動等円滑化園路については、縦断勾配は５％を上限としてい

るが、傾斜路については、段差の解消を目的として部分的に設置されるものであ

ることから縦断勾配は８％を上限とする。ただし、傾斜路の幅や勾配は可能な限

り余裕のあるものとするよう配慮する。 

 

＜ガイドライン＞ 
① 有効幅 

○傾斜路の有効幅は、車いす使用者と横向きの人がすれ違えるよう 120cm 以上と

する。 

◇車いす使用者同士のすれ違いを考慮し、幅 180cm 以上とすることが望ましい。 

◇傾斜路を階段と併設する場合は、傾斜路の有効幅を90cm以上とすることができ

るが、120cm 以上確保することが望ましい。 

 

② 勾配 

○傾斜路の縦断勾配は、車いす使用者等が通行できるよう、8％以下とする。 

○横断勾配は設けない。 

 

③ 表面等 

○傾斜路の路面は、平坦で固くしまっていて滑りにくい仕上げとする。 

○照明を設ける場合は、高齢者や弱視者等の移動を円滑にするため、十分な明る

さを確保するよう配慮する。 

 

④ 水平部分 

○傾斜路には、高さ 75cm 以内ごとに長さ 150cm 以上の水平部分を設ける。 

◇傾斜路の登り口、降り口には、安全性に配慮し、150cm 程度の水平面を設ける

ことが望ましい。 

 

⑤ 手すり 

○手すりは傾斜路の両側に連続して設置する。 

○高齢者や杖使用者等の肢体不自由者、低身長者をはじめとした多様な利用者の

円滑な利用に配慮した手すりを両側に設置する。 

○１段の手すりとする場合、高さを 75～85cm 程度とする。 

○２段手すりとする場合、床仕上げ面から手すり中心までの高さを上段で85cm程

度、下段で 65cm 程度とする。 
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○手すりの端部は、階段の外側に向かって巻き込むなど端部が突出しない構造と

する。 

 

⑥ 立ち上がり部 

○傾斜路の両側は、視覚障害者等が足を踏み外したりしないよう立ち上がり部を

設ける。側面が壁面である場合は、足を踏み外すことはないので、この限りで

ない。 

 

 

 ◇傾斜路の登り口、降り口に150cm

程度の水平部分 

○有効幅は120cm以上 

◇車いす同士のすれ違いを考慮し、180㎝以上が望ましい 

◇階段と併設する場合は90cm以上にできるが、120㎝以上が望ましい 

○手すりを両側に連続して設置 

○多様な利用者の円滑な利用に配慮した手すりの設置 

○１段の場合、75～85㎝ 

 ２段式の手すりの場合は上段85cm、下段65cm程度 

○高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上

の水平部分を設ける 

○平坦でしまっていて

滑りにくい仕上げ 

○縦断勾配は８％以下 

○横断勾配は設けない 

○両側に立ち上がり部を設ける
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○手すりの端部が突出しない 

 

 

 
注：傾斜路については、段差の解消を目的として部分的に設置されるものであり、景観・風致等に

も配慮して柔軟に対応できるよう、縦断勾配は８％を上限としている。ただし、傾斜路の幅や

勾配は可能な限り余裕のあるものとするよう配慮することが望ましい。 

 

 

 

38 

 



 
２）傾斜路の併設が困難な場合（基準第 3 条第 1 項第 4 号） 
＜基準の趣旨＞ 

階段を設ける場合は、傾斜路を併設する必要があるが、傾斜路を併設すること

が困難な場合は、エレベーター、エスカレーター等の設置により傾斜路に代える

ことができる。 

 

＜ガイドライン＞ 
○傾斜路を併設することが困難な場合は、エレベーター、その他の昇降機を併設

する。エレベーター等の基準は、バリアフリー法第８条に規定する公共交通移

動等円滑化基準（移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び

設備に関する基準を定める省令（平成 18 年国土交通省令第 111 号））に準じる

ものとする。 

◇階段にエレベーター等の昇降機を設置する場合は、階段の近傍にその位置を表

示した標識を設置することが望ましい。 
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＜参考＞ ＜参考＞ 

○移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省

令 

○移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省

令 

第四条 （略） 第四条 （略） 

１～６ （略） １～６ （略） 

７ 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

７ 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

一 かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 一 かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。 

二 かごの内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメート

ル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用

者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設

けられているものに限る。）については、この限りでない。 

二 かごの内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメート

ル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用

者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設

けられているものに限る。）については、この限りでない。 

三 かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が

設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。 

三 かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が

設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。 

四 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれているこ

と又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にい

る者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。 

四 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれているこ

と又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にい

る者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。 

五 かご内に手すり（握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。）が設けられてい

ること。 

五 かご内に手すり（握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。）が設けられてい

ること。 

六 かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。 六 かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。 

七 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられてい

ること。 

七 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられてい

ること。 

八 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知

らせる設備が設けられていること。 

八 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知

らせる設備が設けられていること。 

九 かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられ

ていること。 

九 かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられ

ていること。 

十 かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字が

はり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。 

十 かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字が

はり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。 

十一 乗降ロビーの幅は百五十センチメートル以上であり、奥行きは百五十センチメートル

以上であること。 

十一 乗降ロビーの幅は百五十センチメートル以上であり、奥行きは百五十センチメートル

以上であること。 

十二 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられてい

ること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音

声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が二のみ

である場合は、この限りでない。 

十二 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられてい

ること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音

声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が二のみ

である場合は、この限りでない。 
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（６）転落防止等の基準（基準第 3条第 1項第 6号） 

＜基準の趣旨＞ 
移動等円滑化園路においては、高齢者、障害者等にとって転落のおそれのある

場所において、危険防止のための措置をとることが必要である。なお、転落のお

それのある場所については、危険の認知が困難な障害の特性に配慮することが重

要である。 

 

＜ガイドライン＞ 
○出入口や通路等に近接して崖などがある場合は、転落等の危険があるため、視

覚障害者誘導用点状ブロックやさく等を設置し安全性を確保する。 

○視覚障害者誘導用ブロックは、JIS T 9251 に準拠したものを使用する。 

◇転落の防止だけでなく、視覚障害者の誘導が必要な箇所では、必要に応じて視

覚障害者誘導用ブロックを設けることが望ましい。 

◇利用者の安全な通行のため、必要に応じ十分な照明を確保することが望まし

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：JIS T 9251 
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事例 斜面に接する園路の手すり等の設置 

○札幌市旭山記念公園のユニバーサル園路では、視覚障害者誘導ブロッ

ク、縁石、手すり、バーなどが連続して整備されている。 

○ユニバーサル園路に接して下り斜面がある場所では、視覚障害者誘導

用ブロックから手すりに切り替えて整備されている。 

◇樹林地内では、下り斜面側に誘導用のバーが整備されており、下り斜

面の位置が切り替わる場所では、視覚障害者誘導用ブロックを設置し、

連続性に配慮して誘導している。 

 

 

 

 

 

事例 夜間の視覚障害者誘導をサポートする照明 

◇高山市内の市道では、視覚障害者誘導用ブロックをサポート

する発光システム（「しらせるあかり（太陽電池タイプ）」）

が整備され、横断歩道前における夜間の注意喚起として効果

的に発光している。 
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2-2-2 屋根付広場 

 

第四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するもの

でなければならない。 

一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とするこ

とができる。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がない

こと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜

路を併設すること。 

二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

 
＜基準の趣旨＞ 

屋根付広場は、広場の上空を屋根で覆った建築物であり、壁がないため周辺と

一体的に広場として利用される施設である。雨天時でも広場の利用が可能であり、

日陰のある休憩スペースとしても利用される施設であることから、高齢者、障害

者等の利用に配慮する必要がある。 

 

＜ガイドライン＞ 
１）出入口の基準 
① 有効幅 

○出入口の有効幅は、車いす使用者と横向きの人がすれ違えるよう 120cm 以上と

する。 

○やむを得ない場合でも、車いす使用者が通行できるよう、80cm 以上の有効幅を

確保する。 

 

② 段 

○車いす使用者等の通行の支障となる段差は設けない。 

◇水処理や地形の状況、その他の特別の理由によりやむを得ず段差が生じる場合

についても、車いす使用者等の通行の支障にならないよう傾斜路を設ける等に

より段差が生じないようにすることが望ましい。 
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２）広さの基準 
○広場は、車いす使用者等が円滑に利用できるよう、平坦で固くしまっていて、

滑りにくい舗装とする。 

○屋根付広場には、車いす使用者等が利用目的に沿って円滑に活動できる広さを

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○車いす使用者等の円滑な利用に適した広さ 

○平坦でしまっていて滑りにくい舗装 

○段を設けない 

○出入口の有効幅は120cm以上 

やむを得ない場合は80cm以上 
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2-2-3 休憩所・管理事務所 

 

第五条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上

とすることができる。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段が

ないこと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路を併設すること。 

ニ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものである

こと。 

（1）幅は、八十センチメートル以上とすること。 

（2）高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 

二 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な

利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカ

ウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 

三 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第八条第二項、第九条及び第

十条の基準に適合するものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休

憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所は」と

読み替えるものとする。 

 

 
＜基準の趣旨＞ 

公園の利用は屋外が多く、大規模な公園では移動距離が長くなることもあるた

め、休憩所を設ける場合は高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう配慮する必

要がある。 

なお、休憩所については、四阿などがあるが、形態、構造等に関わらず、公園

施設の休憩所として位置づけられるものは特定公園施設に該当する。 

例えば、藤棚（パーゴラ）は公園施設の種類としては修景施設に位置づけられ

ているが、藤棚内にベンチ、野外卓等を設置し、日陰スペースの確保を目的とし
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た休憩所として設置する場合は、屋根の有無に関わらず、特定公園施設として移

動等円滑化基準に適合させる必要がある。 

公園の管理事務所は、公園利用者の案内や利用手続きを行う施設であることか

ら、車いす使用者でも円滑に利用できるよう、出入口の幅、カウンターの高さ等

について配慮する必要がある。また、公園管理事務所は、迷子者や急病人等の対

応を行う施設として、高齢者、障害者等が見つけやすく、分かりやすいよう表示

や案内をすることが重要である。 

 

 

＜ガイドライン＞ 
◇高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう、必要に応じて公園内に休憩所を配

置することが望ましい。 

◇休憩所には、高齢者、障害者等が円滑に利用できるベンチ等を設置することが

望ましい。 

 

１）出入口の基準 
○出入口の有効幅は、車いす使用者と横向きの人がすれ違えるよう 120cm 以上と

する。 

○やむを得ない場合でも、車いす使用者が通行できるよう、80cm 以上の有効幅を

確保する。 

○出入口に戸を設ける場合は、有効幅は車いす使用者が通過できるように、80 ㎝

以上とし、車いす使用者等が容易に開閉して通過できる構造とする。 

○車いす使用者等の通行の支障となる段差は設けない。 

◇水処理や地形の状況、その他の特別の理由によりやむを得ず段差が生じる場合

についても、車いす使用者等の通行の支障にならないよう傾斜路を設ける等に

より段差が生じないようにすることが望ましい。 

 

２）カウンターの基準 
○カウンターを設ける場合は、筆記や対話などに考慮し、車いす使用者等が使用

しやすい構造とする。 

○カウンターの構造は、車いす使用者が利用できるよう、高さ 70～80cm、カウン

ター下部にひざが入る、高さ 65cm 以上、奥行き 45cm 以上のスペースを設け

る。 

◇カウンターを設ける場合は、常時職員が対応できる場合でも、車いす使用者等

の円滑な利用に適した構造とすることが望ましい。 

 

３）広さの基準 
○施設内部の高齢者、障害者等が休憩、カウンターを利用する場所などは、車い

す使用者の回転等を考慮し 150cm×150cm 以上の広さを確保する。 
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○休憩所の舗装は、平坦で固くしまっていて、滑りにくい舗装とする。 

 

４）便所の基準 
○休憩所、管理事務所内に便所を設ける場合は、そのうち１以上は、都市公園移

動等円滑化基準に適合した多機能便房を設ける。 

 

５）その他の設備 
◇乳幼児連れには、授乳のためのいす、おむつ替え台が必要なため、休憩所、管

理事務所や売店、飲食店等に授乳室やおむつ替えが出来る場所を設けることが

望ましい。 

◇急病等の際に安静をとるための救護施設を管理事務所に設けることが望まし

い。 

◇管理事務所の場所を把握しやすくするため、分かりやすい名称の表示や音声案

内など、到達しやすく、入口をわかりやすくすることが望ましい。 

 

 

 カウンター

 
○70～80cm ○65cm 以上 

 

 
◇管理事務所の分かりやすい

表示や音声案内等 
 

○45cm 以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○カウンターに接近できる 150cm×

150cm 以上の広さの水平面確保 

○戸を設ける場合 80 ㎝以上 

○段を設けない 

○やむを得ない場合は傾斜路を併設 

○出入口前に 150 ㎝×150cm 以上

の広さの水平面確保 
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2-2-4 野外劇場・野外音楽堂 

 

第六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 出入口は、第四条第一項第一号の基準に適合するものであること。 

二 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第四号の便所との間の経

路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いす

の転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とするこ

とができる。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がない

こと。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜

路を併設すること。 

ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができ

る。 

ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができ

る。 

へ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

ト 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘

導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設け

られていること。 

三 当該野外劇場の収容定員が二百以下の場合は当該収容定員に五十分の一を

乗じて得た数以上、収容定員が二百を超える場合は当該収容定員に百分の一を

乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することがで

きる観覧スペース（以下「車いす使用者用観覧スペース」という。）を設ける

こと。 

四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便

所を設ける場合は、そのうち一以上は、第八条第二項、第九条及び第十条の基

準に適合するものであること。 

２ 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一 幅は九十センチメートル以上であり、奥行きは百二十センチメートル以上で

あること。 

二 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 

三 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者

の転落を防止するための設備が設けられていること。 

３ 前二項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者

等が利用する野外音楽堂について準用する。 
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＜基準の趣旨＞ 
野外劇場・野外音楽堂は、高齢者、障害者等が座席まで円滑に到達し、観覧で

きるよう配慮する必要があることから、出入口や通路の幅を確保するとともに、

車いす使用者用観覧スペースを設ける。 

また、一定規模以上の建築物で特定建築物となる野外劇場・野外音楽堂につい

ては、都市公園移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化基準の両方の基準を満

たす必要がある。 

 

＜ガイドライン＞ 
１）出入口の基準 

○有効幅を 120 ㎝以上確保する。地形の状況などで 120 ㎝以上確保することが困

難な場合は、有効幅を 80cm 以上とすることができる。 

○車いす使用者にとって、僅かな段でも通過する際に支障となる場合が多いため、

出入口には段を設けない。 

○段が生じる場合、傾斜路を併設する。傾斜路を設ける場合は、園路の傾斜路の

基準を満たすこと。 

 

２）通路の基準 
○出入口と車いす使用者用観覧スペース及び便所との間の経路を構成する通路に

ついては、以下の有効幅、段、勾配、表面、さく等の基準を満たす必要があ

る。 

 

① 有効幅 

○通路の有効幅は、車いす使用者と横向きの人がすれ違えるよう 120cm 以上とす

る。 

◇地形の状況などで 120cm 以上とできない部分がある場合、通路の末端付近など

の広さを車いすの転回に支障がないものとした上で、80cm 以上とすることがで

きるが、90cm 以上とすることが望ましい。 

◇通路の交差点や端部に車いす使用者が回転できる広さとして150cm×150cm以上

の広さを確保することが望ましい。 

 

② 段 

○車いす使用者等の通行の支障となる段差は設けない。 

◇水処理や地形の状況、その他の特別の理由によりやむを得ず段差が生じる場合

についても、車いす使用者等の通行の支障にならないよう傾斜路を設ける等に

より段差が生じないようにすることが望ましい。 

 

③ 勾配 

○縦断勾配は、高齢者、障害者等（特に車いす使用者等）が円滑に利用できるよ
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う、５％以下とする。 

○地形の状況等特別の理由があって、５%以下の勾配が困難な箇所のみ、８％以

下とすることができる。 

○横断勾配があると車いす使用者にとって進行が難しく、危険であるため、１％

以下とする。部分的な処理や舗装の状況等、特別な理由がある場合のみ２％以

下まで許容する。 

◇縦断勾配を設けて通路を設置する場合、園路の傾斜路に準じて高さ75cmごとに

長さ 150cm 以上の水平部分を設けることが望ましい。 

 

④ 表面 

○通路の表面は、平坦で固くしまっていて滑りにくい仕上げとする。 

 

⑤ さく等 

○通路から転落の危険がある場合は、危険防止のためのさく、視覚障害者誘導用

点状ブロック等を設ける。 

 

３）車いす使用者用観覧スペースの設置数 

計画収容者数(人) 必要数 

○当該野外劇場の計画収容者数が200人以下の場合は、計画収容者数に50分の１

を乗じて得た数以上、計画収容者数が 200 人を超える場合は、計画収容者数に

100 分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上の車いす使用者用観覧スペース

を設置する。 

◇車いす使用者用観覧スペースは、車いす使

用者が観覧する場所を選択できるよう、複

数の箇所に設置することが望ましい。 

    ～  50 １ 

 51 ～ 100 ２ 

101 ～ 150 ３ 

151 ～ 200 

201 ～ 300 

４ 

５ 

◇車いす使用者用観覧スペースは、緊急避難

等も配慮して配置することが望ましい。 

 

４）便所 
○野外劇場・野外音楽堂内に便所を設ける場合は、そのうち１以上は、都市公園

移動等円滑化基準に適合した多機能便房を設ける。 

 

５）車いす使用者用観覧スペースの構造 
① 広さ 

○車いす使用者用観覧スペースは、１台あたり幅90㎝以上、奥行き120㎝以上の

平坦な広さを確保する。 

◇車いす使用者用観覧スペースの隣には同伴者用座席を確保することが望まし

い。 
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② 段 

○観覧スペースの表面は、平坦で固くしまっていて滑りにくいものとする。 

○車いす使用者等の通行の支障となる段差は設けない。 

◇水処理や地形の状況、その他の特別の理由によりやむを得ず段差が生じる場合

についても、車いす使用者等の通行の支障にならないよう傾斜路を設ける等に

より段差が生じないようにすることが望ましい。 

 

③ さく等 

○車いす使用者等が転落するおそれのある場所には、さく等危険防止のための設

備を設ける。 

 

④ 管理運営において留意すべき事項 

◇高齢者、障害者等のステージ利用にも配慮することが望ましい。 
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○車いす使用者用観覧スペース90cm×120cm

危険箇所に手すり等 

○出入口の有効幅120cm以上

やむを得ない場合80cm以上

○車いす使用者用観覧スペース 

計画収容者数が200人以下の場合は計画収容者数に

50分の１を乗じて得た数以上、 

計画収容者数が200人を超える場合は計画収容者数

に100分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上 

◇車いす使用者が観覧する場所を選択できる複数の

箇所の設置 

◇車いす使用者用観覧スペースは緊急避難路を配慮

して設置 

◇ステージ利用にも配慮 

○通路の有効幅120㎝以上 

やむを得ない場合80cm以上 

○段を設けない 

やむを得ない場合は傾斜路を併

設 

○縦断こう配５％以下 

特別な理由がある場合８％以下 

○横断勾配１％以下 

特別な理由がある場合２％以下 
◇通路の末端付近に回転できる広さ

150㎝×150㎝以上の広さを確保 
◇高さ75㎝ごとに長さ150㎝以上

の水平部分を設ける 

○平坦で固くしまっていて滑りに

くい表面 
○通路の有効幅120㎝以上 

◇やむを得ない場合は、80cm以上 
○転落のおそれある場所に 

さく、視覚障害者誘導用点状ブ

ロックを設置 

○転落のおそれある場所に

さくその他設備を設置 

◇車いす使用者用観覧スペースの隣

に同伴者用座席を確保 

○通路は、車いすの回転できる

 広さ150cm×150cmを確保 

○車いす使用者用観覧スペース 90cm×120cm

○段を設けない 

○平坦で固くしまっていて滑りにくい表面 
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2-2-5 駐車場 

 

第七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百以下

の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超

える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車い

す使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車いす使用者用駐車施

設」という。）を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通

自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場について

は、この限りでない。 

２ 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな

い。 

一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 

二 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示を

すること。 

 

＜基準の趣旨＞ 
自動車等が高齢者、障害者等の日常的な交通手段となっている状況を踏まえ、

都市公園の駐車場のうち１以上に、車いす使用者が円滑に利用できる「車いす使

用者用駐車施設」を設ける必要がある。 

ただし、大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれもサイドカー付きのもの

を除く）の駐車のための専用駐車場を設ける場合は、この限りでない。また、駐

車場に自動二輪車専用の駐車スペースを設ける場合は、当該施設数は車いす使用

者用駐車施設の設置数の算定対象に含まない。ただし、サイドカー付きの自動二

輪車はその駐車スペースが 250cm 相当のため、この場合は車いす使用者用駐車施

設の設置数の算定対象に含む。 

介護が必要な高齢者や、杖を使用する人、妊産婦、乳幼児連れ等の人は、車の

乗り降りのためにドアを全開にすることが必要な場合がある。そのため、車いす

使用者用駐車施設に準じて、通常より大きめの駐車スペースを確保することが有

効である。 

また、高齢者や障害者等には、空間の把握や記憶が難しく、駐車場と分からず

に迷い込む場合がある。そのため、駐車場の範囲や駐車スペースの位置を視覚的

に分かりやすく案内表示をすることが有効である。 
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＜ガイドライン＞ 
１）車いす使用者用駐車施設の設置数 

駐車場の規模(台) 必要数 
○当該駐車場の全駐車台数が 200 以下の場合

は、駐車台数に 1/50 を乗じて得た数以上と

し、全駐車台数が 200 を越える場合は、当

該駐車台数に 1/100 を乗じて得た数に２を

加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を

設置する。 

    ～  50 １ 

 51 ～ 100 ２ 

101 ～ 150 ３ 

151 ～ 200 ４ 

201 ～ 300 ５ 

◇車いす使用者用駐車施設は、移動等円滑化園路に最も近い位置に設けることが

望ましい。 

◇車いす使用者用駐車施設の後部には、車いす使用者と横向きの人がすれ違える

よう有効幅 120 ㎝以上の通路を設け、移動等円滑化園路と接続させることが望

ましい。 

 

２）車いす使用者用駐車施設の構造 
○幅は 350cm 以上とする。 

○駐車施設と通路の間には、段を設けない。 

○駐車施設の表面は、滑りにくく平坦な仕上げとする。 

 

３）車いす使用者用駐車施設の表示 
○車いす使用者用駐車施設は、障害者優先の旨を床面に国際シンボルマークで表

示する。 

◇車いす使用者用駐車施設には、車いす使用者の円滑な乗降のためのスペースを

確保し、そのスペースを白い斜線で表示することが望ましい。 

◇駐車場の出入口付近に公道に向けて、当該駐車場が車いす使用者用駐車施設を

備えていることがわかる標識を設置することが望ましい。 
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 ◇駐車場出入り口の案内表示 

◇車いす使用者用駐車施設の表示  ◇有効幅 120 ㎝以上の通路

 

 

 

 

 

 

○有効幅350cm以上

○段を設けない

 

 

 

 

○車いす使用者用駐車施設の表示

○国際シンボルマークを表示 

○滑りにくく平坦な仕上げ 

 
◇車いす使用者以外の障害者等

のための、少し大きめの駐車ス

ペースの設置 

 

 

 

 ◇ 車いす使用者の円滑な乗降の

ためのスペースを確保し、白い

斜線表示  

 

 

４）車いす使用者以外の障害者等のための駐車施設等 
◇肢体不自由者、妊産婦、乳幼児連れの人などの利用が多い公園においては、こ

れらの利用者の乗降に配慮し、通常の駐車スペースより少し大きめの駐車スペ

ースを設置することが望ましい。 

◇車いす使用者以外の障害者等のための駐車施設を設ける場合は、その駐車施設

の位置を分かりやすく表示することが望ましい。 

◇駐車場の区域が分かりやすいよう、駐車場の出入口に案内表示を行うことが望

ましい。 
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事例 車いす使用者以外の障害者等のための駐車スペースの整備 

(公財)東京都道路整備保全公社は、高齢者、障害者など誰もが利用しやすいユニバーサルデザイ

ンの駐車場を普及するため、「駐車場ユニバーサルデザインガイドライン」を作成した。その中で、

普通乗用車であれば、余裕を持ってドアをフルオープンにすることが可能な「ゆったり駐車スペー

ス」のガイドラインを示している。 

【ゆったり駐車スペースのガイドライン】 

◇駐車場には、運転初心者、高齢者、妊産婦、乳幼児を連れた人などをはじめ、誰でも安全かつ円

滑に駐車及び乗降できるスペース（以下、「ゆったり駐車スペース」）を設けることが望ましい。 

◇駐車スペースは、可能な限り、ゆったり駐車スペースとすることが望ましい。ただし、周辺の駐

車需要の状況等から、ゆったり駐車スペースを設けることが困難な場合等は、この限りではない。 

◇ゆったり駐車スペースは、幅 2.7ｍ以上、奥行き 5.4ｍ以上とすることが望ましい。 

◇ゆったり駐車スペースの境界表示は、間隔 80ｃｍ程度の二重ラインとすることが望ましい。 

◇ゆったり駐車スペースには、すべての人が安全で円滑に乗降できること

を想定したＵＤ化駐車スペースである旨を、標示板や舗装面の色分けな

どにより標示する。 

◇場内進入口等において、ゆったり駐車スペースの設置された駐車場であ

ることを示すシンボルマーク（ゆったり駐車場マーク）を表示する。 
ゆったり駐車スペース

の標示例 
 
なお、同ガイドラインではこのほかに、障害者が運転または同乗する車両が駐車し、障害者が安

全かつ円滑に乗降できる駐車スペースとして、幅 3.5ｍ以上、奥行き 6ｍ以上の「障害者用駐車ス

ペース」と、幅 3.5ｍ以上、奥行き 8m 以上の「福祉車両対応の障害者用駐車スペース」のガイド

ラインも示している。また、通路については、見通しや舗装による通路と斜路の区別の明示等によ

り歩行者（車いす使用者）の安全への配慮についても示されている。 

このガイドラインに基づく第一号のモデル駐車場として、平成 19 年 3 月に練馬中央陸橋ユニバ

ーサルデザイン駐車場をオープンしている。（以下の写真参照） 

◇ゆったり駐車スペース 

 
◇舗装面の標示 

 
◇練馬中央陸橋ユニバーサルデザイン駐車場内の案内図 

資料：「駐車場ユニバーサルデザインガイドライン」平成 19 年 2月（公財)東京都道路整備保全公社 
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2-2-6 便所 

 

第八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一  床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

二  男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受

け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類す

る小便器が設けられていること。 

三  前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 

２  不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便

所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基

準のいずれかに適合するものでなければならない。 

一  便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢

者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 

二  高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 

第九条  前条第二項第一号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合す

るものでなければならない。 

一  出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこ

と。 

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路

を併設すること。 

ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられている

ことを表示する標識が設けられていること。 

ホ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

（２） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 

二  車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

２  前条第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければなら

ない。 

一  出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 

二  出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のも

のであることを表示する標識が設けられていること。 

三  腰掛便座及び手すりが設けられていること。 

四  高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられ

ていること。 

３  第一項第一号イ及びホ並びに第二号の規定は、前項の便房について準用する。 

第十条  前条第一項第一号イからハまで及びホ並びに第二号並びに第二項第二号

から第四号までの規定は、第八条第二項第二号の便所について準用する。この場

合において、前条第二項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み

替えるものとする。 
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＜基準の趣旨＞ 
便所は、高齢者、障害者等が認識しやすい場所に設置し、利用しやすい構造と

する必要がある。そのため、車いす使用者が円滑に利用できる他に、内部障害者

や乳幼児連れも円滑に利用できるように、オストメイト対応設備や乳幼児用ベッ

ド等の設置など公園便所の多機能化を図ることとする。 

都市公園の便所に関する基準は、下の図のような構成となっている。なお、本

ガイドラインにおいては、第９条第２項に適合する便房を「多機能便房」とする。

「多機能」とは、車いす使用者が円滑に利用できる機能のほか、オストメイト対

応や乳幼児連れ対応機能等、高齢者、障害者等が利用する機能を付加することを

いう。また、多機能便房が独立して設けられる第 10 条に該当する便所を「多機

能便所」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-6 便所の移動等円滑化基準 

 
（１）便所における多機能便房の設置基準（第 8条第 2項） 

（２）多機能便房が設けられた便所の基準 （４）多機能便所（独立型多機

能便房）の基準（第 10 条）（第 9条第 1項）

（３）多機能便房の基準 

（第 9条第２項、第３項）

１）多機能便房の基準 

２）簡易型多機能便房※の基準 

（５）便所全般の基準（第 8条第 1項） 

図 便所に関する移動等円滑化基準の体系 

 

※簡易型多機能便房 

介助を必要としない車いす使用者でも利用可能な便房であり、小規模な都市

公園において多機能便房の代替とすることが可能であるほか、多機能便房を設

置した便所においても、介助が不要な障害者等向けに有効なものである。 
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都市公園の便所に係る都市公園移動等円滑化基準には、公園内の便所全般につ

いての基準（第８条第１項、第２項）、多機能便房が設けられた便所の基準（第

９条第１項）、多機能便房の基準（第９条第２項、第３項）及び多機能便房が独

立して設けられた便所（多機能便所）になっている場合の基準（第 10 条）があ

る。 

 

 

 

１．便所内に、多機能便房を設けて、一般の便房

と併設されている便所（多機能便房が設けら

れた便所） 

２．多機能便房が独立して設けられた便所（多機能

便所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

については、都市公園内のすべての便所において、便所全般の基準（第８条第１

項）の基準に適合させる義務が生じる。なお、公園の建築物内に設置される便所

についても、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用するものについては、便所全般の基準（第８条第１項）の基準適合義務等が生

じる。 

なお、１つの便所において複数の多機能便房を設置することが困難な問題や、

車いす使用者だけでなく、内部障害者や乳幼児連れによる利用が集中する問題が

ある。そのような課題に対応するため、一般の便所においても、多機能便房を設

置した上で、簡易型多機能便房を設置し、利用の工夫を図ることが望ましい。 

また、多機能便房は、不適切な利用による破損や不衛生が、多機能便房を必要

とする高齢者、障害者等の利用の支障となる場合があるため、必要に応じて維

持・管理の工夫を図ることが望ましい。 
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（１）多機能便房の設置基準（基準第 8条第 2項） 

＜基準の趣旨＞ 
公園内に便所を設ける場合、そのうち１以上は、高齢者、障害者等が利用しや

すく、異性介助の際にも入りやすい場所（一般トイレ入り口付近等）に配置し、

車いす使用者等が円滑に利用できるよう配慮した構造を有する便房又は便所と

する必要がある。 

なお、街区公園等の小規模な都市公園のため設置が困難でやむを得ない場合に

限り、簡易型多機能便房の設置により、多機能便房の設置基準を満たすものと見

なすこととする。 

 

＜ガイドライン＞ 
○公園内に便所を設ける場合、そのうち１以上には、多機能便房を設ける。 

◇公園内に複数の便所を設ける場合、全てに多機能便房を設置することが望まし

い。 

◇多機能便房は、異性介助を考慮して、男女共用のものを１以上設置することが

望ましい。 

◇多機能便房を設けた上で、男子用便所、女子用便所のそれぞれに１以上の簡易

型多機能便房を設置することが、なお望ましい。 

◇多機能便房を設置することを原則とするが、街区公園等小規模な都市公園のた

め設置が困難でやむを得ない場合に限り、簡易型多機能便房の設置で代えるこ

とができる。 
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（２）多機能便房を設置した便所の基準（基準第 9条第 1項） 

＜基準の趣旨＞ 
多機能便房が設置された便所は、車いす使用者等が円滑に便房まで移動できる

よう、出入口の幅や車いすの転回に必要な広さを確保する必要がある。 

 

＜ガイドライン＞ 
① 出入口 

○出入口の有効幅は、車いす使用者が通過できるよう、80cm 以上とする。 

○便所の出入口には、車いす使用者等が通過する際に支障となる段を設けないこ

と。ただし、やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設する。傾斜路を設け

る場合は、傾斜路の基準を満たすこと。 

○便所の出入口付近には、車いす使用者、オストメイト、高齢者、妊産婦、乳幼

児を連れた者等の使用に配慮した便所である旨を分かりやすく表示する。【P76、

P80 参照】 

○便所の出入口に戸を設ける場合、有効幅は車いす使用者が通過できるように、

80 ㎝以上とし、引き戸など、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造と

する。 

 

② 広さ 

◇便所内の多機能便房の手前に、車いす使用者が転回できる 150cm×150cm 以上

の広さを設けることが望ましい。 
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【参考】便所の配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」のトイレの配置例の図を引用 

便所内に男女共用の「多機能便房」を複数配置した例 便所内に男女共用の「多機能便房」を配置した例

多機能 
便 房 

 

 

 

○80 ㎝以上 

○段を設けない 
多機能 

○戸を設ける場合

は容易に開閉、

通過出来る 

便 房 

○車いす使用者の円滑な利用に適した 

広さ確保 
男女共用の多機能トイレを２か

所以上設置する場合は、右利き、

左利きの車いす使用者の車いす

から便器への移乗を考慮したも

のとするなどの配慮をすること

が望ましい。 

◇150 ㎝×150 ㎝以上の広さを設ける ○車いす使用者の円滑な利用に適した広さ確保

◇150 ㎝×150 ㎝以上の広さを設ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】便所の配置例 

出典：「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の例を引用 
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（３）多機能便房の基準（基準第 9条第 2項） 

１）多機能便房の基準 
＜基準の趣旨＞ 

多機能便房は、段、標識、腰掛便座及び手すり、水洗器具、出入口の有効幅、

戸、広さの基準を満たす必要がある。 

なお、多機能便房は、車いす利用者の利用のみならず、オストメイト機能や乳

幼児用ベッド等の設置により多機能化を図る上では、施設用途を十分に考慮し、

利用しやすさを工夫することが有効である。 

 

＜ガイドライン＞ 
① 段 

○便房の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこ

と。 

 

② 標識 

○多機能便房の出入口には、車いす使用者、オストメイト、高齢者、妊産婦、乳

幼児を連れた者等の使用に配慮した便所である旨を表示する。【P76、P80 参照】 

◇多機能便房の位置を知らせるため、音声案内装置を設置することが望ましい。 

 

③ 腰掛便座及び手すり 

○多機能便房には、車いす使用者や足腰が弱く、立ったり座ったりの動作が困難

な高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするため、腰掛け式（洋式）の

便器及び手すりを設置する。 

○JIS に準拠したものを使用する。 

○便座の高さは 40～45cm とする。 

 

④ 水洗器具等 

○車いす使用者、オストメイト、高齢者等の円滑な利用に適した構造を有する水

洗器具を設置する。 

○車いすでの使用に配慮し、洗面器の下に床上60cm以上の高さを確保し、洗面器

上面の標準的高さを80cm以下とする。よりかかる場合を考慮し、十分な取付強

度を持たせる。 

○蛇口は、上肢不自由者のためにもセンサー式、レバー式などとする。 

○便器洗浄器具のスイッチは、押しボタン式等の操作が容易なものを分かりやす

い位置に設ける。 

○視覚障害者や上肢体の不自由な人等の使用に配慮し、紙巻器、便器洗浄ボタン、

呼出しボタンの形状、色、配置については JIS S 0026 にあわせたものとする。 

◇乳児連れの人の利用を考慮し、多機能便房内におむつ交換シート等を設置する
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ことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 円滑な利用に適した構造を有する水洗器具の例 

 

⑤ 出入口の有効幅 

○便房の出入口の有効幅は、車いす使用者が通過できるように80㎝以上とする。 

 

⑥ 戸 

○多機能便房の戸は、車いす使用者が通過できるように、有効幅80㎝以上とし、

引き戸など、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とする。 

 

⑦ 広さ 

○多機能便房内の広さは、車いす使用者が設備・備品等を使用できる等、車いす

使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。 

◇便房の大きさは内法 200 ㎝×200 ㎝以上とすることが望ましい。ただし、街区

公園等の小規模な都市公園に限り設置される簡易型多機能便房にあってはこの

限りでない。 

 多機能便房の例１ 多機能便房の例２ 

 ○紙巻器は片手で切れるものとし、便器に
　腰掛けた状態と便器に移乗しない状態の
　双方から届くものとする ○手荷物を置ける棚などのスペースを確保
　（紙巻器の上部を棚として活用した例）

 

 

 

 

 

 

◇握り手はドア内側の
　左右両側に設置すること
　が望ましい

◇温水設備の設置が望ましい

○70cm～75cm

280cm

○有効幅
　80cm以上
◇90cm以上が
　望ましい

280cm

2
20

cm

ート
　の設置が望ましい

◇姿見鏡の設置が望ましい

◇汚物流し

○フック

◇小型手洗い器を設ける
　ことが望ましい

○フック

◇折りたたみ式
　おむつ交換シ

○手荷物を置ける棚など
　のスペースを確保

○可動式手すり

195cm

20
0c
m ○
手
す

り
の

間
隔

　
70
cm

～
75

cm

○70cm以上

○ドア開閉盤

○ドア開閉盤

○有効幅
　80cm以上
◇90cm以上が
　望ましい

　
　○フック

○案内表示

200ｃｍ

○乳児用おむつ
　交換シート

出典：「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」引き出しの指針も含めて引用 
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２）簡易型多機能便房 
＜基準の趣旨＞ 

多機能便房を設置することを原則とするが、街区公園等小規模な都市公園のた

め設置が困難でやむを得ない場合に限り、簡易型多機能便房の設置で代えること

ができる。 

 

＜ガイドライン＞ 
○腰掛け式の便器を設置し、周辺に手すりを設置する。 

◇正面から入る場合は奥行き 190 ㎝以上×幅 90 ㎝以上の広さと有効幅 80 ㎝以上

の出入口、側面から入る場合は奥行き220㎝以上×幅90㎝以上の広さと有効幅

90 ㎝以上の出入口を確保することが望ましい。 

◇戸の握り手は戸の内側の左右両側に設置することがなお望ましい。 

 

簡易型多機能便房の例 

 

 

 

＜側面から入る場合＞

○220cm以上

◇背もたれの設置が望ましい
○フック

○手すりの設置

◇握り手はドア内側の左右両側
　に設置することが望ましい

◇オストメイトのパウチ等が洗浄できる
　水洗装置の設置が望ましい

洗装置 設置

○幅90cm以上

95
cm

○
90

cm
以

上

◇
12
0c

m以
上

が
　
望
ま

し
い

○汚物入れの設置

○
手
す
り
の
間
隔
70
～
75
cm

◇便器に腰掛けた状態と
　移乗しない状態の双方から
　使用できる紙巻器の設置が望ましい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」引き出しの指針も含めて引用 
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（４）多機能便所の基準（基準第 10 条） 

＜基準の趣旨＞ 
多機能便所とは、多機能便房が独立して設けられた便所（第 10 条に該当する

便所）を言う。 

多機能便所は、前述の（３）「多機能便房を設置した便所の基準」のうち、①

出入口（標識（国際シンボルマーク）の項目は除く）及び②広さの基準を、（４）

「多機能便房の基準」のうち、②標識、③腰掛便座及び手すり及び④水洗器具等

の基準を満たさなくてはならない。 

 多機能便房が独立して設けられた便所（多機能便所）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ガイドライン＞ 
① 出入口 

○出入口の有効幅は、車いす使用者が通過できるよう、80cm 以上とする。 

○便所の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ただし、やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設する。傾斜路を設ける場

合は、傾斜路の基準を満たすこと。 

○便所の出入口に戸を設ける場合、有効幅は車いす使用者が通過できるように、

80 ㎝以上とし、引き戸など、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造と

する。 

 

② 広さ 

◇便所の手前に、車いす使用者が転回できる 150cm×150cm 以上の広さを設ける

ことが望ましい。 

 

③ 標識 

○便所の出入口には、車いす使用者、オストメイト、高齢者、妊産婦、乳幼児を

連れた者等の使用に配慮した便所である旨を表示する。【P76、P80 参照】 

◇便所の位置を知らせるため、音声案内装置を設置することが望ましい。 
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④ 腰掛便座及び手すり 

○便所には、車いす使用者や足腰が弱く、立ったり座ったりの動作が困難な高齢

者、障害者等が円滑に利用できるようにするため、腰掛式（洋式）便座及び手

すりを設置する。 

○JIS に準拠したものを使用する。 

○便座の高さは 40～45cm とする。 

 

⑤ 水洗器具等 

○車いす使用者、オストメイト、高齢者等の円滑な利用に適した構造を有する水

洗器具を設置する。 

○車いすでの使用に配慮し、洗面器の下に床上60cm以上の高さを確保し、洗面器

上面の標準的高さを80cm以下とする。よりかかる場合を考慮し、十分な取付強

度を持たせる。 

○蛇口は、上肢不自由者のためにもセンサー式、レバー式などとする。 

○便器洗浄器具のスイッチは、押しボタン式等の操作が容易なものを分かりやす

い位置に設ける。 

○視覚障害者や上肢不自由者等の使用に配慮し、紙巻器、便器洗浄ボタン、呼出

しボタンの形状、色、配置については JIS S 0026 にあわせたものとする。 

◇乳児連れの人の利用を考慮し、多機能便房内におむつ交換シート等を設置する

ことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円滑な利用に適した構造を有する水洗器具の例 
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（５）便所全般の基準（基準第 8条第 1項） 

＜基準の趣旨＞ 
車いす使用者以外の肢体不自由者や妊産婦、乳幼児連れの人や、オストメイト

の人には、和式便器では利用できない場合等があるため、多機能便房に利用が集

中してしまう場合がある。そのため、公園内のすべての便所において、高齢者、

障害者等が利用しやすいよう配慮することが有効である。 

 

＜ガイドライン＞ 
①標識 

◇不特定多数の利用者が利用する便所の出入り口で、男女別、機能を分かりやす

くする表示する標識を設置する場合は、ピクトグラムは JIS Z 8210 に示された

図記号等を基本として、独自にデザインする場合は、高齢者、障害者等の意見

を聴取するなどにより使用することが望ましい。 

 

② 床面 

○便所内の床面は、濡れても滑りにくい仕上げとする。 

◇出入口から内部まで床面は全て段差がなく、平坦とすることが望ましい。 

 

③ 男子用小便器 

○男子用小便器を設ける場合は、高齢者、障害者等にも使いやすいように、１以

上の床置式小便器又は低リップ壁掛式小便器（リップの高さが 35 ㎝以下のもの

をいう。）その他これに類する小便器を設ける。 

 

④ 手すり 

○上記基準を満たした男子用小便器の１以上には、高齢者、障害者等の利用に配

慮した手すりを設置する。 

◇手すりを設置した男子用小便器は、出入口に近い位置に設置することが望まし

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手すり 

○35 ㎝以下 

○床置式小便器、 
低リップ壁掛式小便器 床置式小便器 低リップ壁掛式小便器 

○滑りにくい仕上げ 
○手すりを設置 

◇出入口から内部まで 
◇手すりを設置した小便器は

出入口に近い位置に手すり

を設置 

段差がなく平坦 
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⑤ 大便器 

◇腰掛便座及び手すり付きの便房を１以上設けることが望ましい。なお、多機能

便房が設けられた便所においても、多機能便房以外に腰掛便座及び手すり付き

の便房を１以上設けることが望ましい。 

◇手すりの設置位置に対し、便器洗浄ボタン、呼び出しボタン、紙巻器等が使用

しやすいように配慮することが望ましい。 

 

⑥ 便器洗浄ボタン等 

◇視覚障害者や上肢不自由者等の使用に配慮し、便器の横壁面に紙巻器、便器洗

浄ボタンを設ける場合は JIS S 0026 に基づく配置とすることが望ましい。 

 

【参考】ＪＩＳ Ｓ ００２６（高齢者・障害者配慮設計指針－公共トイレにおけ

る便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置） 
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2-2-7 水飲場・手洗場 

第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に

適した構造のものでなければならない。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する手洗場について準用する。 

 

＜基準の趣旨＞ 
高齢者、障害者等には、病気の症状や服薬等のため水飲み場を必要とする方も

いるため、水飲み場を移動等円滑化園路の近くに設置し、標識の設置等によりそ

れをわかりやすく伝えることは有効である。【ｐ.73～82、ｐ.85～89 を参照】 

水飲場・手洗場を設ける場合は、車いす使用者でも近づきやすく、高齢者、障

害者等が利用しやすいよう、飲み口までの高さ、形状等に配慮する必要がある。 

なお、建築物に付帯する水飲場・手洗場も含むものとする。 

 

（１）構造の基準 

＜ガイドライン＞ 
○水飲場及び手洗場は、車いす使用者が接近できるよう、使用方向 150cm 以上、

幅 150cm 以上の水平部分を設ける。幼児の利用のための踏台等を置く場合は、

車いす使用者の使用方向を考慮し、支障とならない場所に設置する。 

○飲み口までの高さは、70～80cm 程度とし、高齢者、障害者等（特に車いす使用

者）が利用しやすいように下部に高さ 65cm 以上、奥行き 45cm 以上のスペース

を確保する。手洗場に洗面器部分がある場合は、同様の基準とする。 

○水飲場及び手洗場の周辺の床面は、段がなく、平坦で固くしまっていて、ぬれ

ても滑りにくい仕上げとする。 

◇給水栓は、レバー式、押しボタン式等の使いやすいものとすることが望まし

い。 
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○高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造 

○水平部分 150cm×150cm 

○滑りにくい仕上げ 

 

 

 

 

 

 ○70～80cm 程度 
○65cm 以上 

 

 

 ○奥行き 45cm 以上 
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2-2-8 掲示板・標識 

第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

一 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 

二 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する標識について準用する。 

第十三条 第三条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表

示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第三条の規定により設けられた

園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 

 

（１）掲示板 

＜基準の趣旨＞ 
掲示板は、主としてイベントの告知等の一時的な情報提供を行うものであり、

標識（案内板や誘導サイン等）と提供する情報が異なることから、標識と併せて

高齢者、障害者等の利用に配慮する必要がある。 

掲示板の表示方法は、加齢による視力の低下、弱視や色覚障害により見えづら

い利用者、文字の認識や理解が難しい利用者のため、表示内容の見やすさ、分か

りやすさに配慮することが重要である。 

 

＜ガイドライン＞ 
① 構造 

○掲示板を設ける場合は、車いす使用者が近づきやすい位置、車いす使用者が見

やすい高さ等の構造とする必要がある。 

◇主要な出入口や利用者が集まる場所等に、通行の支障にならないよう、高齢者、

障害者等の利用に配慮して設置することが望ましい。 

◇必要に応じ、夜間利用に適した照明設備を設置することが望ましい。 

 

② 表示 

◇表示内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、明度、色相又は彩度とする

ことが望ましい。 

◇難しい表現を避け、平易な言葉で表現することが望ましい。 

◇平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による表示を併用し、ピクトグラムは JIS 

Z 8210 に示された図記号等を基本とする。独自にデザインする場合は、高齢者、

障害者等に認識してもらえるよう、分かりやすいデザインについて聴取するな

どにより検討することが望ましい。 

◇工事の実施等により移動円滑化園路が遮断される場合には、工事実施等により
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利用できない旨の案内表示や、迂回路をわかりやすく示すことが望ましい。 

 

（２）標識 

＜基準の趣旨＞ 
標識には、公園施設の配置や経路を示す案内板、園内外からの誘導を行う標示

板等があり、公園利用の利便性、安全性の向上を図る上で重要な施設であること

から、高齢者、障害者等にとって見やすい構造、配置とする必要がある。 

標識の表示方法は、加齢による視力の低下、弱視や色覚障害により見えづらい

利用者、文字の認識や理解が難しい利用者のため、表示内容の見やすさ、分かり

やすさに配慮することが重要である。 

公園全体の公園施設の配置や経路を表示した案内板を設ける場合は、１以上に

ついて、出入口の付近に設置し、高齢者、障害者等が利用しやすいよう配慮する

必要がある。標識は、途中で道が分からなくなっても人に聞くことが容易ではな

い場合に有効である。設置する場合は、動線の分岐点など効果的なポイントに設

置することが有効である。また、方向や距離について分かりやすく表示すること

が重要である。 

 

＜ガイドライン＞ 
① 構造 

○標識を設ける場合は、車いす使用者が近づきやすい位置、車いす使用者が見や

すい高さ等の構造とする必要がある。 

○標識が園路上に突き出す場合は、視覚障害者等の通行の支障とならないよう、

下端が地上 200 ㎝以上の高さに設置する。 

◇標識には必要に応じて点字表示、触知図、音声案内装置等を設けることが望ま

しい。 

◇標識は、主要な出入口や園路の分岐点等に、通行の支障にならないよう、高齢

者、障害者等の利用に配慮して設置することが望ましい。 

 

② 表示 

○表示内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、明度、色相又は彩度とす

る。 

◇平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による表示を併用することが望ましい。 

◇車いす使用者が利用可能な施設には、必要に応じて国際シンボルマークにより、

その旨を表示することが望ましい。 

◇必要に応じ、夜間利用に適した照明設備を設置することが望ましい。 

◇移動等円滑化園路の始点、終点、主要な分岐点に設ける標識には、特定公園施

設および主要な公園施設等への方向や距離・所要時間等を表示することが望ま

しい。 
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◇掲示板、標識などに用いるピクトグラムは、国際シンボルマークや JIS Z 8210

に示された図記号等を基本とする。独自にデザインする場合は、高齢者、障害

者等に認識してもらえるよう、分かりやすいデザインについて意見を聴取する

などにより検討することが望ましい。 

◇工事の実施等により移動円滑化園路が遮断される場合には、工事実施等により

利用できない旨の案内表示や、迂回路をわかりやすく示すことが望ましい。 

 
○車いす使用者等が近づきやすい位置、車いす

使用者等が見やすい高さ等の構造 
 

○内容を容易に把握できる表示方法  
（文字の大きさ、明度、色相又は彩度） 

 ◇平仮名、ピクトグラム、ローマ字を併用 

◇国際シンボルマークの表示 
 ◇必要に応じて夜間照明設備 

◇工事情報や迂回路等の表示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇点字表示、触知図、音声

案内装置等を設置 
◇通行の支障にならない

配置 

◇車いす使用者等が接近

できる150㎝×150㎝以

上の水平部分 

○内容を容易に把握できる表示方

法（文字の大きさ、明度、色相又

は彩度） 

◇平仮名、ピクトグラム、ローマ

字を併用 

◇国際シンボルマークの表示 

◇必要に応じて夜間照明設備 

◇方向、距離、所要時間等の表示

◇工事情報や迂回路等の表示 
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事例 園路の主要な分岐点における標識の設置 

◇兵庫県立有馬富士公園では、園路の主要な分岐点ごとに、案内

地図と方向、距離、所要時間を表示した標識が設置されている。 

◇標識には、園路の急な坂道、階段がある区間について、案内地

図に赤い線で表示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇分岐点の案内地図における

急勾配、階段の表示（赤線）

◇標識での方向と距離、所要

時間の表示 

◇主要な分岐点に設置された標識 

事例 出口周辺サインにおける写真による案内掲示 

◇日比谷駅Ａ１４番出口周辺サインでは、地下に

いると方向感覚が鈍ることがあるため、視覚的

な情報で行き先を覚えている人の不安感の軽減

や迷うことを少なくするため、写真という視覚

的な情報で階段上の情報を掲示している。 

 

 

 

 

出典：「知的障害、発達障害、精神障害のある人のための施設整備のポイント」国土交通省 

 
 

③ 配置等 

○車いす使用者が近づきやすい位置、車いす使用者が見やすい高さ等の構造とす

る必要がある。 

○基準を満たす案内板を移動等円滑化園路の出入口や駐車場の付近に配置する。 

○標識周辺の床面は、平坦で固くしまっていてぬれても滑りにくい仕上げとす

る。 

○公園全体の案内図には、車いす使用者等が利用可能な施設に、国際シンボルマ

ーク等により、その旨を表示する。 

◇車いす使用者が容易に接近できるよう、表示面の方向に150cm×150cm以上の水

平部分を園路動線に支障のないように設ける。 
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○車いす使用者が見やすい高さ 

 

 

 

 

 

 

 
○平坦で固くしまっていてぬれても滑りにくい仕上げ 

 ◇150cm×150cm 以上の水平部分 

 

国際シンボルマーク 

１）車いすの図案で示されたシンボルマークは、車いす使用者の専
用施設を意味するものではなく、車いす使用者も利用しうる施
設であることを示す。 

２）図の下地と図柄（人物）は濃いブルー・白もしくは黒・白にし
て使用する。 

３）マークは車いす使用者等に見えやすい高さに取り付け、その大
きさは 10～45cm 角が一般的である。 

 

オストメイトマーク 

１）人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメイト）のため
の設備があることを示す。 

２）オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示す
る。 

（出典：内閣府障害者施策ＨＰ 
    http://www8.cao.go.jp/shougai/mark/mark.html） 
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【公園案内板への移動等円滑化園路の表示例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 カラーユニバーサルデザインに関する資料 

・「カラーユニバーサルデザイン」平成 21 年 4 月 カラーユニバーサルデザイン機構 
・「JIS X 8341-3:2004『高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサー

ビス－ 第３部：ウェブコンテンツ』技術解説 第 1.1 版」財団法人日本規格協会情報技術標準化研究セ

ンター情報アクセシビリティ国際標準化委員会ウェブ部会 
・その他、カラーユニバーサルデザインに関するガイドブック、ガイドラインが都道府県、市町村により

作成されている。 
 

      車いすで通行できる園路 

案内板 

休憩所 

野外劇場

水飲場

屋根付広場 

駐車場 

管理事務所 便所 

便所 

５％

現在位置 

８％ 

花壇 
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事例 カラーユニバーサルデザインガイドライン 
・東京都では、東京大学伊藤

啓研究室研究報告や、他

自治体のガイドライン等

を参考に「東京都カラー

ユニバーサルデザインガ

イドライン」を作成して

いる。 
・同冊子では、色覚の多様性

や、色覚のタイプによる見

え方の違いについて具体

的に紹介している。 
・右図では、視細胞にある赤、

緑、青の３種類の光（色）

を感じる機能を持つ錐体

のうち、主に赤を感じる錐

体に変異のある人（Ｐ型色

覚）と、主に緑を感じる錐

体に変異のある人（Ｄ型色

覚）にとって区別しにくい

色の組み合わせを紹介し

ている。 
・その上で、印刷物やホーム

ページ、案内サイン等に

おける色の選び方・組み

合わせ方、色以外の工夫

のポイント等を紹介して

いる。 
・また、巻末にはカラーユニ

バーサルデザインのため

のチェックポイントを示

している。（右下図） 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京都カラーユニバーサルデザイ

ンガイドラインのパンフレット 
 

出典：「東京都カラーユニバーサル

デザインガイドライン」平成

23 年 3 月東京都福祉保健局生

活福祉部地域福祉推進課 
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事例 公園案内板における色覚障害に対応した表示の工夫 

○兵庫県では、公園利用者にユニバーサルデザイン情報を広く提供するにあたり、図や文字情報の色彩に

ついて、色覚障害への配慮を行っている。 
○兵庫県立明石公園の正面入り口の案内板には、車いす使用者が近づきやすく見やすい高さの案内板を設

置している。 
○同案内板には、エリア区分等の色彩について、色覚障害者の色識別にも配慮したバリアフリー情報マッ

プを掲示している。 
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○車いす使用者が近づきやすく見やすい構造の案内板へ

の設置 
○色覚障害に対応したバリアフリー情報マップ 



【参考】 JIS Z 8210 の標準案内用図記号 

１ 公共・一般施設 Public Facilities 
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【参考】 JIS Z 8210 の標準案内用図記号 

２ 交通施設 Transport Facilities 

 

 

 

 

 

 

 

３ 商業施設 Commercial Facilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 観光・文化・スポーツ施設 Tourism, Culture, Sport Facilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 安全 Safety 
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【参考】 JIS Z 8210 の標準案内用図記号 

５ 安全 Safety            （前ページの続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 JIS Z 8210 以外の案内用図記号 

安全 Safety 

  

 

 

 

 

注）ＩＳＯ規格であるが、ＪＩＳ規格ではない。 

 

観光・文化・スポーツ施設 Tourism, Culture, Sport Facilities 

 

 

 

 

 

 

注）標準案内用図記号（交通エコロジー・モビリティ財団）の推奨度Ｃに区分された記号。ＪＩＳ規格ではない。 

推奨度Ｃとは、多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の概念を統一することが必要なもの。 

基本的な概念を変えない範囲で適宜図形を変更して用いることができる。 
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2-3 その他の施設に関するガイドライン 

2-3-1 ベンチ、野外卓 

＜趣旨＞ 
疲れやすく、長時間歩くことが困難な高齢者、障害者等の移動の支援や、乳幼

児連れの子どもの見守りや休息のために、ベンチ、野外卓を設置することが有効

である。また、杖利用者等の休憩を考慮し、座る際や立ち上がる際の負担が少な

くなるよう通常より高いベンチを設置することも有効である。 

 

＜ガイドライン＞ 
◇移動等円滑化園路には、ベンチ、野外卓を、園内の移動を妨げない位置に適切

な間隔で設けることが望ましい。 

◇ベンチを設ける際には、腰掛け板の高さは 40～45cm とすることが望ましい。ま

た、移動等円滑化園路の距離が長い公園では、長時間の歩行が困難な高齢者、

障害者等の休憩の際の立ち座りの負担軽減のため、腰掛け板の高さをより高く

したベンチを設けることが望ましい。 

◇ベンチには、背もたれや手すり等を設けることが望ましい。 

◇野外卓は、高さ 65cm 以上、奥行き 45cm 以上を確保することが望ましい。 

◇ベンチ、野外卓の周辺には、車いすが近づき、隣接して滞在出来るよう 150ｃｍ

×150ｃｍ以上の水平面を確保することが望ましい。 

 
◇高さ 65cm 以上、奥行

き 45cm 以上を確保
 

 

 

◇150ｃｍ×150ｃｍ以

上の水平面の確保 

◇腰掛け板の高さ 40～45cm 

◇背もたれや手すり等 
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事例 高齢者、障害者等の利用に配慮した野外卓とベンチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇手すり付のベンチと、車いす

使用者も利用できる野外卓

（京都市二条公園） 

◇ベンチと車いす使用者も利

用できる屋根付きの野外卓

（埼玉県営まつぶし緑の丘

公園） 

◇高さの異なるベンチ 

（大阪府久宝寺緑地） 
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第３章 都市公園の情報提供・利用支援に関するガイドラ

イン 

3-1 情報提供 

（１）公園に関する事前の情報提供 

＜趣旨＞ 
 

公園の施設整備や利用支援によるバリアフリー化状況について、利用者に対し

て事前に分かりやすい形で、幅広く情報提供することが重要である。 

来園したものの利用できないという状況は、高齢者、障害者等にとって身体的

な負担となるだけでなく、予定外の事態に対応できなくなる場合もある。そのた

め、利用できない場所も含め、高齢者や障害者等の利用の目安となる情報を事前

に提供することは、利用時のトラブルを未然に防ぐことができ、円滑な公園利用

の支援に有効である。 

情報提供は、視覚障害や聴覚障害など情報の入手が困難な人、文字の認識が難

しい等により情報の理解が困難な人の利用に配慮し、多様な媒体により分かりや

すい情報を提供することが重要である。 

 

＜ガイドライン＞ 
①情報提供の内容 

◇移動等円滑化整備状況について、障害の程度に応じてどこで何ができるのか、

高齢者や障害者等の利用の可否が分かるような情報の提供を行うことが望まし

い。 

◇高齢者、障害者等が利用しやすい園路、駐車場、多機能便房の位置や、管理事

務所などの位置等について、写真や地図を用いてわかりやすく情報提供を行う

ことが望ましい。 

◇機器の貸出や人的支援による利用サポートを行う場合は、その内容について情

報提供を行うことが望ましい。 

◇工事等を実施する場合には、工事の実施個所や期間や、代替の利用手段につい

て情報提供を行うことが望ましい。 

◇公園内の安全で円滑な利用のため、公園内のピクトグラムの表示内容と意味、

利用支援の内容について、情報提供を行うことが望ましい。 

◇公園の利用方法、料金、駅などの主要地点から公園までの移動経路に関する情

報提供を行うことが望ましい。 

 

② 情報提供の方法 

◇施設利用申し込みが必要な場合は、現地での申し込み以外に、電話、ＦＡＸ、

ホームページなどによる申し込みが出来るようにすることが望ましい。 
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◇ホームページによる情報提供を行う場合は、視覚障害者や文字の認識が難しい

障害者等が利用するホームページ読み上げソフトやテキストブラウザなどに配

慮することが望ましい。 

◇ホームページ以外にも、ガイドブックなどを関連団体の主要施設、主要公共施

設、福祉関連施設等での配布、閲覧を行うことが望ましい。 

◇高齢者、障害者等に効果的、効率的に情報が届くよう、都道府県、周辺自治体、

関連部局や、障害者団体、支援団体等との連携や、行政施設、福祉施設などで

の情報提供を行うことが望ましい。 

 

（２）管理事務所における公園利用者への情報提供 

＜趣旨＞ 
高齢者、障害者等が公園を利用する際には、標識や掲示板以外にも案内が必要

な場合がある。そのため、管理事務所において、公園利用者に対して園内施設の

場所や経路、利用方法等の基本的な情報のほか、車いすでも利用可能な施設の位

置等、移動等円滑化整備状況について情報提供することが有効である。 

情報提供にあたっては、視覚障害者への音声による案内、聴覚障害者向けの筆

談等による案内、言葉によるコミュニケーションが困難な障害者へのコミュニケ

ーションボードによる案内など、音声、文字、ピクトグラム等を利用した情報提

供手段を用意しておくことが有効である。 

 

 

＜ガイドライン＞ 
①情報提供の内容 

◇移動等円滑化整備状況について、障害の程度に応じてどこで何ができるのか、

高齢者や障害者等の利用の可否が分かるような情報の提供を行うことが望まし

い。 

◇公園内の車いすで利用しやすい園路、多機能便房などの位置等についての情報

提供を行うことが望ましい。 

◇機器の貸出や人的支援による利用サポートを行う場合は、その内容について情

報提供を行うことが望ましい。 

 

② 情報提供の方法 

◇案内を行う場合は、高齢者、障害者等に対応できる多様な情報提供を行うこと

が望ましい。 

◇視覚障害者等に配慮し、イベント情報等の掲示板に表示する情報は、管理事務

所等において音声案内等により情報提供を行うことが望ましい。 

◇公園のパンフレットの配布、音声案内、人的な誘導など、必要に応じて多様な

手段による情報提供を行うことが望ましい。 
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◇視覚障害者のための点字、触知図による情報提供や、弱視、色覚障害のための

文字の大きさ、色などの配慮、ひらがなやルビ、ピクトグラムなどの利用等に

よる表示を行うことが望ましい。 

◇聴覚障害者向けに筆談用の用紙や機器を準備することが望ましい。また、筆談

用の用紙や機器の設備がある場合は、その旨を表示し、見やすく、手の届く位

置に設置することが望ましい。 

◇聴覚障害者に緊急時などの情報を提供するために、電光掲示板や掲示板などを

利用した文字情報による情報提供を行うことが望ましい。 

◇言葉による人とのコミュニケーションが困難な障害者等に配慮し、JIS T0103

等のピクトグラムを利用したコミュニケーションボートを準備することが望ま

しい。 
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事例 ピクトグラムで表示している公園パンフレット 

  
◇東京都浜離宮庭園では、公園の案内ちらしで、車いす利用可能ルートやトイレ、駐車場などをピク

トグラムを用いてわかりやすく表示している。 

 

事例 点字パンフレット              事例 再生機を利用した音声案内 

     
 

  
◇神奈川県立辻堂海浜公園では、公園管理事務所

で、弱視や色覚障害にも対応した点字パンフレ

ットを用意し、視覚障害者への情報提供が行わ

れている。 

◇岡山後楽園では、園内 35か所にある看板に専

用の再生機をかざすと、園内の見所について

説明を聴くことができる再生機を、公園出入

り口で貸し出している（有料）。 
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参考 筆談用具があることを示す表示例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」平成 19 年 7 月 国土交通省 

 

 

参考 コミュニケーション支援用絵記号例     事例 コミュニケーションボード 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

出典：「コミュニケーション支援用絵記号デザ

イン原則（JIS T0103）」から収載され

ている絵記号例を引用 

出典：「災害用コミュニケーションボード」

横浜市健康福祉局 
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3-2 利用支援 

（１）利用プログラム 

＜趣旨＞ 
高齢者や障害者等が公園に親しみ楽しめるよう、公園の魅力や利用方法につい

て理解を高めるために、公園の魅力を案内したり体験を支援するプログラムを用

意することが有効である。 

利用プログラムの継続的な実施にあたっては、公園管理者だけでなく、多様な

主体の参加により協議・協力の仕組みを設けて取り組むことが有効である。 

 

＜ガイドライン＞ 
◇公園の特性に応じた公園の案内や、施設の利用等を支援する利用プログラムを

用意することが望ましい。（例えば、公園の案内、自然や生き物とのふれあい

体験やスポーツ体験等） 

◇利用プログラムの検討にあたり、レクリエーション等の専門家と協力すること

や、公園管理者、障害者、地域住民、学識経験者等による協議会を設置するこ

とが望ましい。 

◇継続的な実施のため、協議会の運営のほか、大学、ＮＰＯ団体、関連福祉団体、

ボランティアなどと協力することが望ましい。 

 

 

事例 利用サポートプログラムの例 

◇大阪府の府営公園では、ボランティアによるヒーリングガー

デナークラブが、高齢者、障害者等との交流、癒しの園芸の

浸透活動、公園イベントの企画参加等の活動を行っている。 

◇利用サポートは、主に高齢者や障害のある方をゲストとして、公

園で花や緑、自然を楽しむための案内活動をしている。 

 

 

 

 出典：大阪府提供資料 

 

◇引き馬体験のプログラム 
（府営服部緑地） 
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事例 公園管理者、障害者、地域住民、学識経験者等の協働による協議会 

◇兵庫県では、県立都市公園の整備・管理運営の基本方針において、すべての公園を対象に、多くの県

民に満足して利用してもらえるよう、県民の参画と協働による総合的な公園監理システムを使ったパ

ークマネジメントを推進するとしている。 

 

【県民の参画と協働による総合的な公園監理システムを使ったパークマネジメントのイメージ】 

  
 

出典：「兵庫県立都市公園の整備･管理運営の基本方針」平成 18 年３月 兵庫県 
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（２）利用サポート 

＜趣旨＞ 
高齢者や障害者等の公園利用を支援する上では、必要に応じて支援機器の提供

や公園職員やボランティアによる人的な利用支援を行うことが有効である。また、

管理事務所等における利用案内や迷子、急病等の対応の際には、障害の特性を理

解した上で適切な利用サポートが行われることが重要である。【P6～8 を参照】 

適切な利用サポートを継続的に実施していくことが重要であり、そのためには

公園職員の技術向上やボラィティアの育成も有効である。 

 

＜ガイドライン＞ 
①支援機器の提供 

◇高齢者や障害者等の公園内の移動等を支援するため、車いす、ベビーカー、音

声案内機器など利用支援となる機器の貸し出しを行うことが望ましい。 

②人的な利用支援 

◇高齢者、障害者等の公園内の移動等を支援するため、案内や誘導、介助等の人

的な支援を行うことが望ましい。 

◇人的な支援を行う場合には、適切な支援の提供のため、高齢者、障害者等の意

見の反映や参画による研修等を継続的に行っていくことにより、公園職員のバ

リアフリーに関する技術向上に取り組むことが望ましい。 

◇ボランティアを育成する研修の実施等により、継続的に人的な支援を行ってい

くことが望ましい。 

 

参考 利用支援のための福祉機器やＩＣＴ技術に関する情報の入手方法 

福祉機器の利用、貸出や、ＩＣＴ技術を利用した支援を検討する場合には、福祉機器や技術等の情報を

進歩状況に応じた検討を行うことが大切である。そのため、多様な福祉機器やＩＣＴ技術等の紹介情報を

活用し、公園の特性や利用状況に応じた適切な機器等を選択し用意することが有効である。 

福祉機器やＩＣＴ技術等について、下記の団体にて情報を入手することが出来る。 

 

＊（財）保健福祉広報協会（http://www.hcr.or.jp/search/index.html） 

…車いす、ベッド、トイレをはじめとした日常生活用品、福祉車両等、多彩な福祉機器に関する情報を

掲載している。 

 

＊（財）テクノエイド協会・福祉用具情報システム(TAIS) 

（http://www.techno-aids.or.jp/system/index.shtml） 

…国内の福祉用具メーカー又は輸入事業者から、「企業」及び「福祉用具」に関する情報を収集し、協

会ホームページを通じて情報を掲載している 

 

＊東京大学先端科学技術研究センター、学際バリアフリー研究プロジェクト（AT2ED プロジェクト） 

（http://at2ed.jp/kokoroweb/part2.html） 

…福祉機器情報、メーカー情報、研究者情報などのデータベースを掲載している。 

 

＊（独）情報通信研究機構(NICT)・情報バリアフリーのための情報提供サイト 

（http://www2.nict.go.jp/ict_promotion/barrier-free/103/index.html） 

…「情報バリアフリー」の解説や規格、情報通信機器の紹介サイト等を掲載している。 
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おわりに 

 

都市公園の移動等円滑化に取り組むにあたっては、移動等円滑化という言葉から、公

園にスムーズな園路を作り、誰でも園内を自由に移動できるようにすることが目標であ

ると考えてしまうことが多い。 

しかし、バリアフリー法における移動等円滑化は、高齢者、障害者等の移動だけでな

く、施設の利用上の利便性及び安全性の向上も含む考え方であり、そもそも都市公園を

整備するうえでの最終的な目標は、個々の公園の特性に応じた公園利用を来園者に提供

することであって、公園管理者にとって移動等円滑化は、公園の設置目的を達成するた

めの手段であることを忘れてはならない。 

また、最終的な目標が公園利用の提供であることを踏まえると、都市公園の移動等円

滑化において最も重要なことは、公園管理者が、高齢者、障害者等を含むすべての公園

利用者の視点を意識することである。 

公園施設の整備や利用者サービスにおいて、高齢者、障害者等を含む多様な特性を持

つ公園利用者のニーズに適切に対応するためには、公園管理者自らが、障害等の特性と

必要な支援方法について、下記に示す文献等も参考にしつつ、訓練の実施や講習会への

参加等により、正しい知識と技術を習得する努力を継続する必要がある。 

今後とも、全国の公園管理者により、このような取組が積み重ねられることによって、

ハード・ソフトの両面から、高齢者、障害者等を含む全ての人々の多様なニーズに応え

る都市公園の整備が推進されることが期待される。 

 
 参考 障害の特性の理解と対応に関する参考文献 

 

＊「知的障害、発達障害、精神障害のある人のための施設整備のポイント」平成 18 年 国土交通省 

… バリアフリー法に基づく既存の整備基準等について、知的障害、発達障害、精神障害のある人に

とっても有効な内容について解説し、具体例を紹介している。 

＊「知的障害、発達障害、精神障害に対応したバリアフリー化施策に係る調査研究報告書」平成 20 年

国土交通省 

… 知的障害者、精神障害者、発達障害者の障害の症状や特性等とこれを踏まえた課題を抽出し、公

共交通機関や建築物、道路、公園等における施設整備や人的対応のあり方等の検討成果を示して

いる。 

＊「知的障害、発達障害、精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブック」国土交通省総合政

策局安心生活政策課 

… 知的障害、発達障害、精神障害のある利用者の困難の理解と、緊急時や利用者のパニック時等の

状況に応じて適切な応対をするためのポイントを示している。 

（URL： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000005.html） 

＊「公共サービス窓口における配慮マニュアル 障害者に対する心の身だしなみ」平成 17 年 内閣府

障害者施策推進本部 

… 障害の種類毎の特性と、窓口業務の場面毎に応対における配慮を示している。 

（URL：http://www8.cao.go.jp/shougai/manual.html） 
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